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－昭和33年度一般会計一

林業予算について

金井太・郎 －

昭和33年度予算案は1月19日閣議において決定を

承，目下第28通常国会に提案されているが，一般会計
に属する林業関係予算総額は11,484,780千円であって，

前年度と対比すれば農林省一般会計予算の対前年度比増
5％よりも低く僅かに0.4％の増加に止つたが，その内
容においては多年の宿望である事項がかなり多く，新規
事項として取り上げられ林業政策上一歩前進した感が深
い｡

昭和33年度の一般会計林業関係予算は第1表～第2
表，新規事項については第3表のとおりである。

A一般行政費

昭和33年度の一般行政費は，関連経費を含めて
1,603,646千円と前年度に比し3.6％に当る56,301千

円の増となっているが，この予算においては特に物件費
等の節約が図られ，物価の値下りを見込承常続的雇傭の
人夫賃を主とするもの，実行に当り時間的に制約があり
または，事業分量の減少が事業運営上不可能のもの等を

除き本庁喪，補助費共物件頚は5％（試験研究機関は
3％）一律に節約されている。

第1表

分|票灘｜区

一般会計

農林省所管10,454

林野庁計上'10,388

一般菱1,481

公共事業費8,906

・鵬沮織計上

一般費66

緬墾府所管

公共事業費880,688

労働省所管

公共事業費1",0OO

合計11,4“,973
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公共事業費9,887,628
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（1）林踊子一般行政に必要な経識

91‘973千円（前年度

‘82,280千門）

林野庁所掌の一般事務を処理するた

めの人件螢，事務費等を計画し，毎年

度の標準的経費として森林審議会聾，

保安林整備計画実施事務費，基本計画

樹立事務澱，森林病害虫防除事務喪，

林産物市況調査費，林木品種改良事業
事務識等であるが，新規事項としては

次のものが計上されている。

木材関係規格改正調査費（198千門）
昭和34年よりメー糸ル法の施行に

ともない現行日本農林規格に尺貫法に

表示されている木材関係規絡を改正す
る必要があるので，これに要する調査

費である。

地すべり地域指定調査費（950千円）

本国会に提出される「地すべり防止

法」に関し，林野庁の主管する地すべ

り地域面穣40,391町（1,446カ所）

第2表昭和33年度予算事項

A林野庁一般喪および公共事業関係饗

名 ｜事篝鳥 難驚|篭
較
減△

事 項
L

飛
函
唾
鰯
率
皿
暉
些
唖
睡
０
３
８
４
８
４

弱
坐
廻
鎚
沌

〃
３
Ｄ
７

３
Ｊ

９
７
２
９
２
９
ｑ
乳
仏
ｚ

ｌ
１

３
３
８

△
△
△
△
△
△
△

千円

82，280

54,030

24，520

351,168

3，868

27,917

335,101

2，8”

1”,869

42,530

17，9”

3，080

0

8，558

146，214

千門

,973,

,,321

,179

,120

,857

,852

,59斗
,615

，531

，530

，640

＆

噌鯵鰯熱綴…
3．森林組合同連合会の育成指導に必要

4擬鍵及指導に必要な経溌
5．有益鳥獣保護利用に必要な経喪

6．保安林整備計画実施に必要な経費
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金 井：林業予算について

る。

②国有林野聯業特別会計え繰入に

必要な経費

61,132千円（前年度

・54,300千円）

直轄治山事業に従事する営林局署の

定員内職員182分名の人件相当額を国

有林野卦鍵特別会計え繰入する経賀

で，前年比増7,102千円は給与費の増

加分である。

（鋤森林組合同連合会育成指導に必
要な経饗

27,179千門（前年度

24,520千円）

森林組合の育成強化を図るために森

林法に基ずく単位森林組合，森林組合

連合会等に対する常例検査，森林組合

に対する各種調査,森林組合連合会職
員に対して行う経営,経理,諒§I金融，

林業技術等の研修等に必要な経識であ

るが，33年度においてはこの他森林組

合振興対策補助金が新規に計上せられ

て不振組合の振興に対して特別な措縦
を講ずることとなった。

特別指導旅費補助金（922千円）

経営不振な森林組合中過大な欠損金
をもつ274組合に対し再建計画の樹

立，増資，執行体制の確立等について

者瞳府県の職員に現地指導を行わしめ
るが，これに必要な経費の2分の1を

第2表続き

名｜學灘|豊鶏|篭。鴬事 項

千円
19,033

51,817

29，997

29，873

124

0

15,292

11，983

3,309

52，840

“,265

8，575

千円
354,126

533,124

231,770△

918,570△

218,200.

100,0001

953,000lo

448,47Olo

504.530io

967,540

804,“0

163,100

千円
335,093

481,307

261,767

943,“馴

100,000100,000

968．2921

15.林業試験場の運営に必要な経費

計

,6．治山事業に必要な経費

農林省所管

総理府所管

労働省所管

,7．造林事業に必要な経費

農林省所管

総理府所管蝋

,8．林道事業に必要な経費

農林省所管

総理府所管

,9．森林開発公団事業に必要な経費

農林省所管

20．山林施設災害関連事業に必要な経費

農林省所管

21.山林施設災害復旧事業に必要な経費
農林省所管

22．山林事業附帯事務に必要な経費

農林省所管

23．直轄治山事業事務実施に必要な経費
農林省所管

計

農林省所管

総理府所管

労働省所管
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事 項名

大臣官房計一上

農林本省一般行政に必要な経費の内

林野制度調査委託費

農林水産技術会議計上

林業試験場新規研究，施設費
計

比較増△減備考

千円

33年度要求額

千円

前年度予算額

千円

1,330.4371,767 一

|鰯鰻で）’
ｌ
＆
一
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８
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４
Ｐ
Ｐ

４
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４
－
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Ｉ
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▽

９
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６
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64，271

66,038

を昭和33年度から3カ年で指定する計画であるが，初補助する。
年度分として関係諸県の主要地すべり地の内10,000‘町長期駐在指導補助金（2,001千円）
（357カ所）に対して指定の安否を判定する資料を得る前記274組合のうち特に執行体制の不良な117組合に
ために都道府県に委託して行う調査費である。対し，森林組合連合会から駐在指導員を派遣し，事業，
保安林台帳作成費（348千円）経営の指導を行わせることとなっているが，この駐在に
保安林管理の適正を期するたあ，昭和33年度から5要する経費の2分の1を国庫補助する。33年度においタ

カ年計画をもって全保安林を対象として台帳を作成するては117組合の内58組合を対象としている。
こととなったが，33年度として383,786町について台紬）林業誓及挿菖に必要な経喪
帳を整備する予燈で，台帳その他用撒鑛の印刷費であ361,120千円（前年度351,168千円）

－－－2．－－．一一



金井：林業予算にっいて

減をうけた額で決定されたが，研修内容は前年度と異り

適地適木，林地肥靖および林木品種鑑別の問題をとりあ
げ，国の重点施策に即応した現地W罐を行うこととなっ

ている。巡回指導施設費（6,912千円）としてはオート

バイ97台（86台）が計画されている。

（5）有益鳥獣保護利用に必要な経覺

6,489千円（前年度6,948千円）

有益野生鳥獣の保護増殖を図るため，鳥獣の食性，習
性，有害判別等の他に移動調査を含む鳥獣調査実験費，
狩猟法に基ずき設置される禁猟区，保護区の新設及び維

持並びに有益鳥獣保護の普及宣伝等のための鳥獣保謹

費，32年度より都道府県で行っている有益鳥獣の増殖事
業に対する有益鳥獣増殖費補助金並びに，33年度の新規
事項として，「狩猟法」の改正案により別途行われてい

る農林大臣の諮問擬関として設澄される鳥獣癖議会の経
費288千円が計上されている。

（6）林木品種改良事業に必要な経擬

15,640千円（前年度15,640千円）

森林の成長量を増加し，その伐期を短縮するために土

地，気象等に適合した優良品種を育成し，これを拡大事

業化する本事業ば32年度より組織的かつ計画的に実施
されているが，第2年目として新たに採穂園，採種園，
造成費が計上されたが，経費は前年度と比べ2.353千円
の減となっている。

採種林選定調査費補助（5,128千円）は林木品種改良

事業の徹底措置として，採種林選定5カ年計画100千町

の第2年度分として，前年度と同様20千町の調査を行
う補助費である。

精英樹クローン養成謎補助（750千門jは32年度よ

り5カ年のク戸一ン養成計画のうち，33年度において採

穂園用クローン96千本，採種園用クローン195千本の
養成費である。

精英樹選伐調査費補助（5,691千円）は年次計画によ
り精英樹候補木を調査し1,726本の糖英樹を決定する経

費であり，採穂園，採種園造成費（1,229千円）は前年

度に養成されたクローンにより33年度より5カ年計画
で採穂園，採種園を造成するが，33年度は採穂園14町

歩，採種園15町歩を造成するものであり，さらに林木

品種改良施設費補助（2,850千円）は前年旋精英樹クロ

ーン養成用温室新営費として，寒冷地方を対象に17県

に設置さWもたが33年度は種子貯蔵庫も対象に加え8県
に対し施設新営に助成を行う計画である。

（7）着磁府県試験研究機関育成強化に必要な経喪

2,615千円（前年度2,800千円）

重要な試験研究成果を地方に普及し林業技術の向上を

図るため，都道府県林業試験研究機関に対し試験項目を

指定して現地適用試験を行うため前年同額の経菱を要求

しているが，その内容は前年度よりの継続聯業としてメ

タセコイヤ造林試験菱補助（615千円）と，新たに鑑プ

ラ造林試験費補助〈504千円）六トロープ松造林試験饗

第3表昭和33年一般会計林業予算中の新規事項

大
別 ｜事項名｜雨 別仔算額

’

(千円）
一賎行政喪

林野庁一般行政蕊 蕊関係鏡格改正調
地すべり地指定調査

保安林台帳作成擬

森林組合振興対策費

蕊襄麓
鳥獣審識会幾

瀞園'採穂園造成
鼠ギ品種系統適応談
突発森林害虫駆除喪

木炭生産指導費

198

950

3,480

2，923

166

7，130

288

1,221

825

1,000

30,124

爵灘合連合会青
林業普及指導

森林計画

有縦鳥獣保護利用

林木脇種改良

般

二E＝

行

鱸驍難研錨
森林病害虫等防除

鳶瀞麓指導箪化
林業試験場関係

(繍驚技術会）

政

林木育種場新設(1)

災化木材技術研究費

経済的治山工法研究
費
挫林水産技術研究機

闇欝懸懲鍵

１
－
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３
９
１
２
タ
マ
リ

フ
》
４
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費

'2,854
2,600

180,185
；

一般行政変計

公共事業費

治山．事
’

□
■
円
１
．１ 公
共
事
業
費

鼎雛甲溌霧小
地すべり対策調査

業 10,000

3,600

13,600
－

公共事業喪計

''3,78‘計’合

林業専門技術員誰演会および林業改良普及資料費なら

びに森林法改正にともない33年腱新規に計上された林

業専門技術員資格試験識等本省蜜ほ，前年度より114千

円減の2,247千円であり，林業技術職員設置磯，活動

費，研修費，巡回施設費等補助盤は前年度より10,066千

円増の358,873千門である。林業技術職員の設渥ほ林業
改良普及事業の推進，森林区実施計画の樹立及び実施の

ため都道府県並びに森林区等に専門技術員547人,改良
續導員2,558人をそれぞれ配髄しているものであるが，

林業改良指導員の内377人について森林基本計画区毎の

総括的業務を担当する鯛整寅任者として補助単価の引上

が実現し，従前問題となっていた実質補助率が若干なり

もと実態に近ずいたともいえる。

改良指導員研修費（3,545千円）は前年度の5％の節

－3－



ー

金 井：林業予算について

判定調査菱（63,043千円）と新たに実施計画瀕成およ
び運用にあたり必要な内業事務喪（7,130千円）が計上
された。この内業費臓前年度においては地方交付税交付
金誕組入れられていたが，本事業の適確な運営を期する
たあ特に事業的な事務費として新規に計上せられたもの
である。

⑩森林病害虫防除に必要な経淡
161,531千円（前年度192,369千円）

森林害虫駆除損失補償金（17,419千円）森林害虫駆
除事業委託費(13,876千円）等の国営駆除事業は，松く

い虫国営駆除の経費であるが，被害の漸減に伴ない前年
度30万石に対して，33年度は25万石を予定している。

森林害虫駆除の補助事業(130,236千円)においてば，

松くい虫，くりたまばち，松毛虫，まつぱのたまぱえ，
すぎたまぱえ，野鼠等の駆除を予定しているが，被害の

消長に応じてその計画を増減し，松くい虫は前年度70
万石を60万石に，くりたまばちは前年度50万石を25,5

万石に減少したが，すぎたまぱえば増加の傾向にあるの

で1割増加して計画された。

森林害虫駆除の補助駆除事業の中に新規に突発犠虫駆

除補助金（1,000千円）が計上されたが，この予算の機

動的活用により最近各地糎異常発生の兆候あるスギハム
シ，スギノハ亥二，アカハバチ等法定外突発害虫の早斯

防除が期待される。

伽優良種苗確保に必要な経費

42,530千門（前年度42,530千円）

毬果採取費捕助（20,386千円）母樹林損失補償金

(22,144千円）は前年と同額計上せられている。

毬果採取量数量は9,980石であり，趣氷計･画漣基ずく

所要量の約60％に当り，原則として都道府県直営にお
いて実施する。

母樹科採存損失補償金の対象本数は前年度と同量

148,960本である。．

⑫木炭生産指導強化対策に必要な経費
30,124千門（前年度0千円）

製炭原木の不足及び不良化に対応し，製炭技術の改善

と，木炭規格に基ずく格付の全国的な均一化を促進する

ため，者鰭府県が行う指導に対し，補助する経識である

が，この指導は従来木炭格付検査と併行して行っている

ので，木炭検査員の指導旅費の一部として，検査員1人

につき年額20,520円の2分の1を補助しようとするも

のである。

⑬森林組合連合会整備促進に必要な経費
8,220千円（前年度8,558千円）

「農林漁業組合連合会整備促進法」に蕊ずき森林組合

連合会が整備計画の認定を受け，金融機関が連合会に債
権の利息の減免を行った場合その利息に係る元本債権の
5分を金融壌関に交付する補助金であるが，昭和31年

度までに指定の6連合会と，昭和32年度指定の9連合

会のうち，12月末指定予定の2連合会との計8連合会に

補助（689千門）が外国産優良樹種導入試験費として計
画されている。また林木品種改良事業に関連して，すぎ
品種の系統適応斌験補助（825千円）が新規事業として
計上された。これば在来のスギ優良品種を増殖するため
その造林適応地域の紘大に対する基礎を明らかにする目
的で，九ﾂI蝿方のさしき優良品種およびサンブスギにつ
いて現地適応性を試験するものである。

⑧保安林整購計画実施に必要な経費
15,825千円（前年度27,917千門）

保安林指定解除識査委託費（6,773千円）保安林，保
安施設地区指定解除事務委託費（1,986千円）保安林
標識設置事業委託澱（6,993千円）等で前年度に比し
12,065千円の減となっているが，これは森林法第25条
第1号～第3号保安林に対する指定解除調査である。保
安林指定解除調査が昭和29年度から5カ年計画で進め
られてきたが，33年度はその最終年度にあたり前年度
257千町歩に対し111千町に減少し，したがって予算も
8,894千円減少しているものである。また保安林標識設
置は33年度15,000本が計画せられ，昭和28年～30年
度までに指定された保安林について一応完了する見込で

ある。

（帥森林計画に必要な経我

354,593千円轍年度335,101千円）

第2期森林計画の第2年目として436森林区，
3,381,523IW歩の施蕊汁画樹立饗と実施計画織立費が計
上せられ，調蒼鐙の内容も充実がはかられ前年比19,492

千円の増額となった。

施業計画編成費補助金（219,597千円）33年度調査面
積3,381,523町歩に対して徹輝度と同様な調査内容が盛
られているが，標本抽出調査の1日行程が前年の2.5ス

ポットより2.25スポツI､に引下げられ，また測量事業，

砂防指定地調査等の事業量増が認められ,経費も前年比
16,266千円の増となったが，これによって森林資源の把
握について一展精度の向上が期待される。

施業計画保安林慾臓識補助金（22,457千円）朧保安林
整備計画に基ずく施業要件の決定鯛査，森林法第25条
4号以下の保安林に対する指定解除調査識及び標識談遜
溌の助成喪で内容は前年と同じであり，施業計画変更費
補助金（2,060千円）は保安林整備にともなう施業計画
礎更喪であるが，町村合併にともなう礎更饗が減少した

ので前年に比べ2,558千円の減少を象ている。、
施業計画公有林整備費補助金（17,822千円）ば緊急に

公有林施業を整備するために，施業計画編成の段階にお
いて濃密鯛査を行い公有林経営計画の編成，その他必要

な指導を行えるよう緊急整備の要ある公有林1,671,706
町歩について32年度以降5カ年計画で公有林を整備す

るが，33年度はその第2年度分として1,227,487町歩
の整備に必要な経費である。

実施計画樹立饗補助金（92,657千門）は照査及び造林
地指定認査費補助（29灘614千円）許可および届出適否

津
』
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金井：林業予算について

対する分の所要額を計上している。

⑭林業試験場運営に必要な経費

354,126千円（前年度335,093千円）

林業試験場の運営に必要な人当経喪，経常研究費等が
計上されている。

以上のほか当庁関係経費で他の組織に計上されている

ものはつぎの通りである。

（イ）農林水産技術振興喪計上（69量192千円）

林業試職場の新規研究項目および継続研究項目に関す

る経費であるが内新規事項としては，

林木育種場設慨及び運営溌（7,641千門）

32年度新設された九州林木育種場と33年度新設予

定の関西林木育種場の運営讃であるが，新設費として
22,131千門を見込んでいる。

資化木材技術研究蕊（4,295千円）

集穣赫，チツプポード，ブアイパーボード等の資化木

材の製造技術を確立するための研究費である｡

経済的治山工法研究費（2,854千円）

はげ山地糯緑化の能率化を企図してはげ山地帯の経済

的な治山工法を確立するための研究費である。

木材質改良実験室(2,600千円）

木材の燃え易い性質を究明し耐火化工する研究のため

に，33年度において実験室を設置するものである。

（ロ）鍵林漁業調査研究蛮計土（1,330千円）

林野制度調査として農林本省に計上されている経費で
ある。

B公共事業費

最近に於けるわが国産業の箸るしい発髪に伴い木材の

需要は戦前の2倍以上にも達しており，この需要を充足

するために既開発体においては成長量の263％を過伐し

ている状態であるが，この傾向ほ今後も益友箸るしくな

るものと考えられるので，林道の新規開発並びに延長に

よる奥地未開発林の緊急開発，林種転換等を主体とする

拡大造林の推進等による林力の増強，治山治水事業によ

る国土保全等に対して長期に頁る見透しの基にその対策

を講じつつあるが，昨年政府において新長期経済計画が

樹立せられたので，これに準拠して治山，林道，造林各
事業共それぞ和沼和33年度を初年度とする5カ年計画

を樹立した。昭和33年度公共事業予算はこの第1年目
として総額17,920,525千円を当初要求したが，これに

対して55％漣当る9,881,134千門に査岩せられ，経費

予算においては前年度比0.06％減となっているが，事

業量においてはおよそ前年通り実施出来る見込である。

（1）治山事業

4,231,770千円（前年度4,261,767千円）

わが国の自然的環境からしばしば大災害ぶ発生する

が，その原因は山崩れ等に原因するものが多く，これが

復旧と予防的対箪を鱗ずることが緊要であるが，また一

方林業施設の重点として奥地開発が積随的にすす塗られ

るので，これに対応する保全計画として治山事業を推進

することが防災上特に必要である。

昭和32年度末における民有林の荒廃地面積は276千

町歩に遠し，今後発生する見込の荒廃地を合せて復旧の

対策としなければならないが，新長期経済計画に則応し

た治山事業5カ年計画においてば,これら荒廃地に対し，

大凡その3分の1を復旧する計画であるが，昭和33年

度予算はおおむね前年度と同額に査定せられ，前記治山

事業5カ年計画の初年度計画量に対しておよそ2分の1

程度である。33年度計画は第4表の通りであるが，こ

の計画において特に考慮せられている点は，

1．災害を未然に防止し，あるいは軽減するため腱予

防辨薬に重点をおいてその増加を図つたこと（前年度比

約3倍）

2．直轄治山事業においては，特に重要流域における

崩壊防止事業を披大し，従来実施してきた呉地区の事業

は主要事業を終了したので残量は補助事業とし県営に切

替え，別に新規事業として南小川地区（高知県）を着工

し，昨年同磯19地区を実施することとしたこと。

3．補助治山蕊業については地すべり防止，粛壊防止

事業が重点的に計画されているが，“すべり防止工事

費119百万門，前年度に比し60.百万円増，崩壌防止工

事喪119百万円，前年度に比し79百万円増）最近地す

べりによる災害の頻発に鑑承近く農林建設両省共同提案

として地すべり防Jと法案が国会に提出される予楚である

ので，この琳業の一廟適切な実施をはかるよう計画した

こと等である。

②造林郡業

2,953,000千円（前年度2,958,295千円）

この経溌味造林辨業澗査識，一般造林，澪悪地改良事

業等造林辨業補助，造林事業調査喪補助〃地方財政再建

団体捕助年産額等であるが，経費においてば若干の減少

を象たが，事業趣においては前年同量の事業が実施出来

る見込である。

一般造林は昭和32年度末において人工造林地の面積

は5,004千町歩であったが，森林生産力の増強を図るた

め林業の長期計画に従い将来8,000千町の人工造林地を

確保する計画であり，新長期経済計画では昭和33年度

からの5カ年間に一般造林として再造林650千町，鉱大

造林1,”8千町を実施する計画であるが，昭和33年度

はこの計画の初年度分を実施することとし，再造林朧計

画通り100千町を，拡大造林は計画量の78%に当る171

千町を実施することとなっており，また天然下種補正事

業も前年どおり人工植栽の経喪の一部をあて実施する。

辨悪地改良琳業は実施区域と従来の瀬戸内海，近畿東

海地域に限らず他の地域においても必要な箇所叉は実施

することとなり，噸業鐡は前年どおり6,000町が計上さ

れている。造林邸業調査喪および同補助によって実施し

ている適地適木調査琳業は前年度の35県に対し6県を

増加し，41県について実施し，経費も僅かたがら増額

計_とをゑた。
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金井：林業予算について

33年度治山事業計画第4表
(イ）山地治山事業

度 32年

金綱|面積|勤所’

387,5”686’81千円町’

304，800594

.257,6001432

47,200162

82,7009238

40,00042

4,80050
38,4D038|

3,214,7107,60460

2,878,急656,724

2，349，“05，348
111,514471

405,760873
11,55032

232,475188060
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48,8101820
103,670160

103,970
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(官）防災林造成事業
.

１
Ｊ

255，675

171,652

28，038
2,000

22，850
3,500

17，050
10,585

2，498

1,419
119

85

704

52
119

防災 林造成

海岸砂地造林
防潮林
防霧林
防風林
水害防備林
雪崩防止林
設計朧督費

242.4902．358

163,740

26，520
1,900

21,750
1，400

17,150
10．030

1,858

111

81

669

20

119

心

■

(ハ）保安林整備事業

6,000

6,000

八6,000

6,000

132，800

128,000

4,800

保安林整備

水源林
設計督

132,300

127,520
4．780

‐
ク
ダ

里

造 成
監菱

(二）その他

｜ ’’１
１

15，846

217,000

治山事業調査喪

地方財政再建団体補助率差額

合 計

10,770

2“,000

’ 4，261，7鍾4,231,770

33年度造林事業計画第5表
(イ）一般造林

昭和32年度昭和33年度
区分

天然下種
補整
町

2，880
7,500
0

9，880

|国庫補助金
千門

2，2％,512

1,灘

’
拡大造林

町

133,5”
31,551
4,810
169，951

拡大造林

町

133,401

82,709
4，900
171,010

国庫補助金

千円

2，274，094
網8，490
65，016

2,777,600

再造林

町

962577
1，650
1,77e
100,000 ’

ﾄ

’

内
北
離

地
道
島

海
計
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金井：林業予算について

(ロ）辮悪林地改良
』

分 昭和33年度 昭和32年度区

町
釦
如
叩

９
０
３
９
５
６

千円
152，576

1，024
153,600

町
印
如
叩

９
０
勺
ジ
リ

５
６

千円
152,576

1,024
153,000

内
離

地
島

計

(ハ）その他

’

千円
300

12,500

9,000

千門
800

11,064

0

’

1

’
合 計 2,953,000 2，968，292

（8）林道事業

1,967,5功千円(詐謹1,914,700千円）
開発可能な奥地林の林道開設に依る開発計画は全体で

面積4,426千町歩，蓄積1,772百万石,林道延長75,388

粁であるが，木材の需要に応えつつ既開発林の過伐を防

ぎ森林計画の円滑な実施を図るため新長期経済計画に基

く林道鞭業5カ年計画においては面積1,815千町歩，蓄

積823百万石，林道延長29,065粁を対象としている。

33年度計画はこの5カ年計画の初年度分に対し57％に

当り，予算額においては前年度に比べ2.7％の増加をみ

たが，辨業鼠は前年度より僅かに減少し総延長1,151粁

となった。これは工事単価について32年度実施設計単

価を使用し3，4号林道の米当り単価が増額せられたた

めである。

第6表33年度林道事業計画

（5）山林施設災害関蓉業

3,353千円（前年度6,768千円）

災害関連工事ほ昭和32年以前の林3鈍設災害復旧工

事施行箇所の効果蓉と樗舗旨の維捧上災害復旧工事と同

事施行を必要とする工事である。

治山煎殻については32年度をもって完了したので要

求しないが，林道施設は32年峨露5,169千円の64．9
％を完了する計画である。

（6）山林娠菱災害復旧事業

432,495千円（前年度582,734千円）

逼奔の災害による治山茄識ならびに材遁茄殻を早急に

復旧し，国士の保全と科産物搬出の円滑化を期するため

の事業である。

治山茄穀については29年災以前は32森を以って

完了したので，30年災は全量，31年災は82％，32年

災は65％と大凡正親の復旧する計画で14,059千円の

経喪が計土された。

術首施設は28年災以降32年災までの被害額約42億

門のうち32年度末迄に81％に相当する約34億円余を

復旧したが,なお,7億8千万円の未復旧を残している。

頭初は30年災までは残全量を復旧する計画であったが，

28年災は被害額が特に大きかったので残鉦の50％を復

旧することとなり，その後の年度についてば29年災及

び30年災は全量を，31年災は85％，32年災は65％

と正常の速度で実施するがこのため418,436千円が計上
されている。

（7）山林事業附帯事務費

19,476千円（前年度18,767千門）

治山，造林，林道及び災害関係各事業の指導監督なら

びに実行のため，本庁及び営林局で必要な経費である。

（8）治山事業工事事務費

39,500千円（前年度34,600千円）

従来直轄治山事業費に含まれていた常勤職員給与，工

事雑菱等の工事間接費に相当する経識を直轄治山事業費

から分離して経費の適正な使途を明らかにすぁこととな

った｡なお,これによって民有林直轆蝋業に従謝していた

111名の常勤職員のうち，31名が燈員内職員となった。
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|前年度33年度
分

延長|国菱
粁百万円

1号48259
2号322894
3号3021283
4号354272
計1,0261,708

口

区

国識

百万円
285

921

224

238

1,668

延長

粁
49

331
311

3“

1,055

型

内地林道

号
号
凱
号
号
号
号

１
２
－
１
２
３
４
今

４
５
９
０
２
６
７
５

３
７
０
２
１
４

。
９
０
↑

０
５
５
１
９
６
１
７

２
７
９
１
全
１
３

奉
汚
“
一
刻
鰹
６
５
６４

９
２
１
．
１
８
６
９
４

１
７
９
１
３

北緬菖林道

離島林道 埼
号
計

計1,1S!｣,8621｣,18711,814合

註調査饗並びに設計監督費補助を除く

性）森林開発公団事業

234,000千円（前年度100,000千円）

森林開発公団が32年度熊野，劔山両地区において実
施した林道開設事業に対し国庫債務負担契約に基ずいて
国が公団に交付する補助金である。なお，森林開発公団

の33年度基幹辮氷道開設計画は延長68粁である。

－－－－．7－
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うのはこのことの計画は本誌の昨年12月号に私と同僚

の猪瀬君がその大要を書いているからである。

32年度にはどんな事業が行われたか

育種事業のすすめかたは民有林，国有林とも同じ方針

であるが，国有林にあ(つては晒徹29年度から『精英樹

選陵計画』によって営林局署が職樹を選抜し，そのク

ローンを養成することにしてきたのであるが，これを

32年度からは事業的に開始した露肯林の実睡法に順応

せしめて，相互に這郵謝窃調を図り，ともに一層の縦鍵を

図ることとしたのである。以下，事業の概要を述ぺなが

ら32度の羨認賃を紹介することにしたい。

事業としての第一は暫定措騒としての鏑置林の調査で

ある。

この調査ば擬良な種子を擬辰するために必要な林分を

確保しようとする目的で行うもので，民有林関係にあっ

ては全国の零林中，鏑重*粉、10万町歩を5カ年間

に，つまり32年度には2万町歩を鯛査し,1級獅緬林，

2級採種林；擬篭禁止林に舞也，図面，記録等を明らか

にし優良ﾎ燭から剰麺を雅美に行わしめようとするもの

で，2月末の状況では現地調査は予遥通り完了し，3月

5日現在ではその結果を鑿理中であると報告されている

が，見透しとしては3月末までは予燭鼠りの実行が完了

する予這で，ただ，予想したことよりはマツ類，カラマ

ツ等の1級癖林は極めて少ないという状態である。

国有林の霊林の調査は12月末現在でば計画，12,700

町歩に対して実行が僅かに2,150町歩であると報告され

ているが，3月末震では大体予憲菌り実行される見透し

である。

この』謹林の1級癖林と嘘どんなものかというとこ

れは本識こもたびたび書かれたように「立地条件と搾令

まえがき

一年前蔑では林木育種，鞘英樹，あるい味またクロー

ンなどといっても，およそ理解し，わかっている人が少

なかったようだが，今日では種苗関係に担さわる技術者

ば勿論，多少でもよい種苗を求めようとする山持の人灸

にまで，この育種群業が自分の森林経営上，果また，わ

が国の森枕資源増強上，如何に重要であるかを認識し，

国の行っている育種事業に協力して頂いていることはな

んといっても嬉しい極象である。しかし，あとでも述べ

るが，この事業が軌道に乗って，これらの人之に，また

鰯待通りの森林盗源の増強に役立つ寮で朧いろいろの問

題ｶﾐ発生し，また銑を発生することも予想されるが，私

共は今よりそのことを予想し，小さい時から障害を取除

くべく施策を講じていきたいと思っているので，読者諸

兄には技術者ならずばできるものではないと自信を持

ち，本事業推進に締Uの御鞭健と御協力を頂きたいと本

誌を通じお願いする次第である･･林野庁としても，この

林木育種蕊業はもっとも重要施策としてとりあげている

ことばいろいろの機会に発表されているが，これを裏書

するように昨年4月より林野庁の関係部課長(指導，業

務,林政の各部長と造林保謹,計画,研究普及,業務,経理，

林政の各課長）と林業試験場の各部長(造林，土壌,保

護，総務,調査の各部長）が織成する林木育種推進委員

会によって，育種事業の推進方法が検討され，企画が行

われて，林晦庁全体の組織と知龍によって推進せられる

ことになっでいる。ところで33年度にはどんな事業が

行われるだろうか，このことが，私挺与えられた題目で

あるが，これを述べるまえに32年度にはどんな事業が

行われたかを，再び参考に述べておきたいと思う。とい

0

℃
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ｇ
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、

篭者・林野庁造林保謹課盈長補催
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伊藤：33年度の林木育種事業
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北海道林木育種場鰯幌市)の温室の内部（期I沢技官撮影）

から承て成長がよく,かつ樹幹力蝿直で枝が細く，しかも

自漁輔殿の点で，艇秀な林木をもってその材分の大部分

が構成されており，材分中に末技のもの，樹冠の広いも

の,生育不良等がごく少なく,かつ病虫害にかかっていな

いもの」であるとしている。この調査のすすめかたとし

てば民有林に於いては林業種苗法によって指這されてい

る母樹または母樹林を蔵爾の観点からまえに述べた条件

に合致するかどうかを，国有林に於いては昭和16年4

月に山林局長より営林局長に指示した恒久剛鐡林，暫定

母樹林についてまず該当するかどうかを調迩することに

重点を置き,すすめることにしている。目下のところ,民

有林に在りてほ現在の母樹林の70％が調査完了し，そ

の60％ほどが1級露林に淵寸される見透しである。

次に実施された事業は淵錬樹の選抜事業である。これ

ば全国の森林から成長に於いても品質,あるいはその他，

耐病虫性に於いてもズパ抜けて優秀な木を探し出す壮事

で，民有林からはスギ，マツ，・クロマツ等1,400本を，

国有林からは同様の樹種のほか一部の広葉樹を対象とし

て1,560本の精英樹を選抜することとし,､現在霞で，民

有林関係では候補木の調査7,000本の外業はほぼ完了

し，目下糟英樹の審議中であり，国有林関係では12月

末現在で約300本の糖英樹の決定を承，ほかに候補木

660本ほどが選ばれているので，統炎決定されるものと

思われる。

次に行われたものに糖英樹のク'コーン謎成事業があ

る。この事業は選抜された締英樹からサシホ，ツギホを

採って，これをサシキ，ツキギによって子供の群を作る

ための事業で，その辨業計画は精英樹の選抜決定が円滑

にすすんだ場合を予想し樹立したのであるが,選抜決定

が当初の予定より多少時期的に遅れたことと，サシキ，

ツギキの技術が不俄であった地方が多かったため，民有

林，国有林関係とも計画より多少下廻る傾向にあること

は遺憾である。このほか，民有林関係の補助事業として

行ったものに温室の新設がある。これは将来，都府県の

林木育種事業の推進苗畑，私對まこれを原種苗畑と名付

けているが，その場でク画一ン養成が円滑に行われるよ

うに寒冷地帯の原種苗伽18カ所に整備したごとである。

つぎに実施した施策はスギ，サシキ品種の中で，九州の

メアサ，ヤプクグリ等と讓力杉，トミスギ，山武スギの

特性調査及び霞良外国樹種といわれるスI､画一プ等の特

性調査を行ったことである。このことは今更述べるまで

もないが，これらの品種の特性をよく調査し，一銭にこ

れをしらしめて適地には増殖を勧奨し，誤ちのない育林

を行わしめるのが目的で，この調査は林業試験場を中心

に主要県の林業試験場のその道の研究者，あるいはまた

大学等の研究者に依嘱して行ったもめである。現在，そ

の調査書獄林業試験場に於いて砿纏め中で本誌が発行さ

れる蚤でには結論が得られる見透しである。

つぎに述べなければならぬことは林木育種場の新設で

ある。林木育種場は新しい優良品種を育成する場であ

り，林木育種事業推進中核体的性幡をもつということは

機会あるごとに紹介しているが，昭和32年度には北海

道の野幌市に北海道一円を地区とするものを，関東，東

海地方を地区とする育種場は水戸市笠原に，萱た九州全

部と四国の一部を地区とするものを熊本市外黒石原にそ

れぞれ設置し，庁舎その他事業のための施設の大半嫁既

に整備せられ,新年度の事業準備に入っている。本育種

場の運営はまえに述べた林木育種繼進委員会で決定した

方針によって林業試験場が行っているが,初めての新設

と運営であったが予想以上の進捗を承たことは各営林局

署を初めとし，各地方庁関係者の御協力の賜と深く感謝

をしているもので，ここに本誌の掛重なスペースを借り

て担当者として重ねて御礼を申上げる次第である。

以上，32年度に行われた事業の概要を述べたが，1カ

年を振り返えって，関係者にお願いしたい点を卒直に述

べ，こんごの本事業推進に一層の御協力と御鞭健を頂き

たい。

その第一は暫定擶霞としての緬林の調査，ことに1

育種醗究の作業北海道林木青種場（柳沢技官扱函

－9－



伊藤：33年度の林木育種事業

33年度の事業をもし少しわかり易くするために民有

林関係で行われる補助事業について述べて見ると，32年

度の継続といえる採種林の調査2万町歩,精英樹の選抜

1,700本，ク画一ン養成291,000本（採穂園用ク百一ン

96,000本，採種園用ク戸一ン195,000本）の実施のほ

か，32年度に計画したが，予算の都合で設澄を承るこ

とのできなかった寒冷地帯原種苗畑6カ所に前年同様の

温室を設寵するとともに，新たに1カ所であるが種子貯

蔵庫を種子豊幽Iの大きいカラマツ地帯に設置することで
ある。これらはまえに述べたように継続というべき惑業

のものであるが，33年度の新たな事業として開始する

ものに採種園，採穂園の造成事業がある。この事業は

32年度に養成されたスギのク戸一ン，マツのクローンを

採種用，採穂用に供するために団地に植えつけ育成する

仕事で，33年度は初年度でもあるし，また32年度のク

tコーン謎成の実績にも鑑ゑて，全国に採穂園15町歩，

採種園14町歩をまえに述べた原種苗畑に造成すること

を計画し，実施することにしたのである。この造成は本

育種事業の最後の姿として現われるもので年をクローン

が蕊成され，また優良品種が育成されれば漸次面穣が大

きくなる事業で国は地方庁に対し造成費の2分の1の補

助を交付することにしている。

以上，民有林関係で実施される補助事業であるが，こ

のほか，林野庁の仕事としては32年度のスギサシキ品

種の調査と同様,有名マツの特性調査，テー･ダマツ，オ

ウシウトウヒ，リキダマツ等の外国樹種の適応性調査も

行うことになっている。また，林木育種場については前

年に引続き，東北，北陸地方を地区として岩手県硫岡市

郊外（滝沢）に1カ所,､中国，近畿，それに四国の一部

を地区とする育種場を岡山県内に1カ所，計2カ所を設

置することにし，目下その準備中である。

ともあれ，33年度の事業は32年度の延長という仕事

であるが，まだまだ育種のレールが細なしかれたばかり

で，道床も枕木もないようなものだから，延長の仕脾と

ともに枕木，道床となる技術の向上，外には育種l蟻の

重要性をPRすることに重点を置き，でき得る限りの措

嚴を識じればと複雑な夢を描がいている。

級採種林の格付けである。暫定措置であるからといって

住を暫定!！こう簡単に考えている技術者も相当多いよ

うに見うけられるが，これば精英樹クローンによる採種

園，採穂園が満度に設けられて,事業用の種子，穂が充

分に供給されるまでにばこの採種林から事業用の種子を

確保するのであるから，単に調査し，格付さえすればよ

い。そして獅定であるからなどと安易に考えずに当分，

この採種林によって，優良種子を確保するのだというこ

とを充分認識されて調査をすすめて頂きたいことであ

る。ことに1級採種林の格付については一部の民有林関

係者には補侭とから象あわせて行っているとか，国有林

関係者には面繊を確保すればよいなどといっているとき

くが，このようなことは暫定措置といえ，採種林の重要

性'育種の性絡を認識せざるもので言ったく遺憾である。

どうか国有林，民有林の関係者とも技術者としての自信

を以って充分連絡協調して同じレベルによって調査判断

し,悪きを正し，不足を補い，相携えて調査を行なうなら

ば立派な採種林が確保できると思料するので，是非，国

有林，民有林関係者の緊密なる連格と協調をお願いした

いと思っている。

第2は糖英鮒の選抜についてである。精英樹のことは

今更述べるまでもなく，木の遺伝的な優秀性を表現型に

て選抜するのであるから，仲禽ムズカシイことは当然

で，それであぁから，ことにこの選抜に当っては広く学

識経験者の意見をきいて，いい過ぎかもしれないが，本

数だけ選抜すればよいなどという流行に便乗するような

考えは捨てて真面目に選抜して欲しいことである。

第3は以上の調査結果が誰れでも明瞭にわかるように

記録を明らかにして頂きたいことである。

このことはいうに易いが，継続的実行が仲を困難であ

るので，とくにお願いする次第である。

私共としても以上のことが関係者によって行われ易く

するために国有林，民有林関係者の協議会を勧奨し，ま

た育種事業推進のための技術の向上については林木育種

場との関係を考え，漸進的措置を講じたいと担当する者

の一員として考えていることをお伝えする。

33年度の事業計画はどうか

ところで，与えられたテーマー，33年度の事業である

が，民有林，国有林とも一口にいえば32年度と同じ事

業を継続的に拡大実施するということにつきる。その事

業量は細目的』j蝶により,また地方により多少異なるが，

前年度より多少大きくなるほか，新たな事業も展開され

るので，国有林関係に於いては苗畑の整備計画と相俟っ

て実施せられるほか，民有林関係に於いては新規予算が

計上されて，実施段賎に入ることとなっている。

（
）

4

､

《
一

－10－



が詮」あえる情勢の中で，アメリカほ1947年マーシヤ

ル．プランを採用して，西欧の復興を援助すると共に，

アメリカ自体の，戦後の経済恐慌招来に反し，その繁栄

へと，鮮やかに逆転換をなしとげてしまっていたのは，

当然の帰結とはいいながら，その原因の一端が，ソ連圏

との対立に由来しているのだということも理解できる。

（以下，時間にも，生活にも，余裕がないので，考察の

過程ほ省略し，重点的発想によって，論旨を進めてゆく

から，飛躍的であり，独善的であるとする非難は免れま

いが，寛容と善意のある理解を注いでいただきたい｡）

マーシヤル．プランの成功は，アメリカ盗本主義に画期

的な変漏うをもたらした。いわゆる新黄本主義と称せら

れているもので，社会の週上発展の法則性に基ずけば，

それはより一歩，社会主義に近ずいた（アメリカがファ

シズムといわれる所以か？）商度な盗本主蕊であると認

識する。そのマーシャル・プランの一環として，アメリ

カが指導し，西欧諸国で行われたのが，生産性向上運動

であり，日本では昭和30年3月，日経連’経団連’経

済同友会，商工会議所が母胎になり,MSA小麦の見返

り資金その他，2億6千万門を基金にして,日本生産性

本部が発足した。

生産性向上は是か非か

アメリカの繁栄が，マーシヤル・プランの成功に引続

いた，後進．未開地域の経済援助にあり，それらの地域

の生産と生活の水準を向上させつつ，さらに高度な成果

の再配分によって,週こしてゆく方法,すなわち「資本主

義国家のあいだで，経済政策と経済活動を国際的に計画

化し調整することがはたしてどの程度に可能であるかは

問題であるが，多かれ少なかれ，盗本主義の世界がそう

いう方向をとることは避けられないと思う。そこで資本

主義諸国が，ある程度に統合された資本主義の単一な世

界を形づくるとしたならば，それは当然に，アメリカを

中心として，その他の資本主義諸国瀧’現在以上に従属

的な関係をもって，その周囲に衛星的に結びついた形の

資本主義世界が形成されるだろう｡」（山ﾉI陶氏）であろ

うごとほ確かである。ところで，アメリカの援助によ

って復興した西欧圏は，引続く生産性向上運動によ．つ

て，国民の生活水準を高め,その繁栄をもたらした｡(特

に,〃共同決定法〃と〃経営体組織法〃とにより，結果

的に生産性向上運動を労使協力で押し造めた西独は，相

当な効果をあげている）それに対し，戦後，アメリカと

急速に対立関係を生じたソ連が，旧満州におけ為日本の

諸施設を充用し,あるいは日独捕虜を使役し'かつ東欧共

産圏を従属的な絵合体となし，その中で経済上の調整を

計って，戦災の復興を遂行したことは，既成の事実であ

って，復興作業と共に，アメリカと対等もしくはそれに

近い勢力を維持してこなければならなかったソ連（その

心
画 理 化考

－国有林経営合理化論抄一

睡命は従うものを促がして去らしめ，

抗むものを引いてゆく」ラブレー

迫田茂

まえがき

チヤツプリンの「モダン・タイムス」が作られたの

は，1936年であった。サイレントの極限にまで味到し

たと思われる。この天才的な喜劇俳侭は，トーキーの出

現に，翼画面から反対し最初の10年間ほその自説をま

げなかったものだが，しかし大勢にば順応すべきである

ことは，悟っていたものと思われる。台詞のない音楽伴

奏だけの映画として，発表したのが，この「モダン・

タイムス」であったのだ。それが，アメリカの機械万能

化（フォード・システム）に対する，人間性のそう失の

抗議という。甚だ皮肉な主題を鋭い風刺と，ほろにが

い笑の中に描き，ラスト・シーンでは，自由を求めて

天下の大道をさまよい歩くチャツプリンの調甫な姿を

見せ，限りなき一つの理念とそれを尭浅する永久の不

断の行（業）を知らせ，それは後年アメリカを追放さ

れたチャツプリン自身を暗示するものがあった。しかし

ながら，チャップリンの「モダン・タイムス」の時代で

は，まだその風刺が，痛烈な抵抗として生きていたが，

三年後の1939年に鑓発した第二次世界大戦は，好むも

のも好まざるものも，おしなべて，機械化へと推し進あ

て，量生産を必然ならしめたことには，誰として，一考

をも差しはさむ余地のないところである。そして，こ｡
破壊無惨な戦争の終末には，どのような委勢で，世界は

呆然自立していたであろうか。云うまでもなく，イギリ

ス始めヨー画シバ各国並びにアジヤの大部分は，再起が

不能であろうかと思われるほど，破壊しつくされてい

て，ぎよう幸にも交戦国でありながら，アメリカだけは

ほとんど無鰯で残った。戦勝者はメカニズムの前に，絶

対の信頼感を捧げて，歓呼したであろうし，敗北者はメ

カニズムの前に，恐らく払脆した。（ジープに驚嘆し，

チンピラ．ライターにまで，物珍らしげに飛びついた）

その心理経験はおろそかでばない。近代メカニフざムの勝

利であった。そうした生産活動や一般生活の大きな「ゆ

一
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ついては緒別，論者も異論はないが，ただ，経営合雪上

の最前衛の一要員，あるいば林業技術者，かつ労働組合

員として，現在までの経営並びに合理化のあり方を反省

すると共に，その現状をいささか分厨し（大分類的に）

合理化の基本方向に若干の考察を加えて，質問，要望，

並びに意見交鍵としたいというのが，この小論の本旨で

あった。

I経営理論基本方向と下部溝遙

従前（一殻会計当時）の国有林の経営嫁，法正林思想

を根底とする『森林経理学」に依存していた。「森林経

理学」は実践的任務として，下部瀞豈に施業案とその照

査簿をもっていた。ところが，昭和22年4月，国有林

野事業特別会計として,国有林事業に企業性が付与され

かつ要求されるにおよんで，それ蓑で「森林経理学」‐

本であった。国有林の経営理論嫁在来の「森林経理学」

に会計学の「恒常在庫商法」の思想を結合して，新らし

い経営理論とした。いわゆる篠田理論（現東大農学部教

捜篠田六郎氏）である。それは下部構造において，施業

案を経営案に変え，照査簿が調整簿に変ったのであるが

「永年一般会計で金銭収拾だけを取りあつかい，企業会

計の〃いろは〃はもどより，貸方・借方の理解から始め

た大部分の職員には････．．」と篠田教授の追想にもある

がごとくで，照査簿と調整簿の本質的相異を認識せず，

引当金計算の運用を誤り，収支計算をあいまいもこたら

しめて，国有林経営を行詰らせた一要因となった。これ

については「現行経営案実行上の問題点について」とし

て，いささか意見を披れきしたことがあったので，ここ

では省略する。ところで今次の経営合理化を推進する詣

導原理ともいうべき新理論が，林業技術誌その他に発表

され，それをめぐって学識者間（主に嶺一三東大農学部

教授と林野庁計画課小沢今朝芳氏）で，盛んな論争が繰

返えされた。法正林思想を基礎とした従来の森林経理学

ば’そのために甚だしく歪められて，その近代的な発

達を阻止され，もはや近代的な経営計画の樹立に当って

ば，この森林経塞学は役立たないとし，「かくて，従来

の如き〃生産保続といった林業の生産技術を中心とした

経営計画〃から飛躍して〃木材の需要を中心とした経営

計画〃へと発展しなくてはならない｡」そのためには，

｢八分ないし七分の経済学」をとりいれた「林業経営経

済学」でなければならないと，全面的に従来の森林経理

学を否定した。いわゆる小沢褒論龍二対し，嶺教授は，従

来の森林経理学に，経済的な面が黍足していたことば認

めるが，「新らしい衣をつけた森林経理学」に脱皮しつ

つある近代的な「修正森林経理学」の存在意羨を主張し

た。なお，「従来の森林経理学は異質の原理を合して基

礎づけられていたので，学問として常に不安定であつ

困難な客観情勢はよく理解できるが）圏の，国民生活水

準のおくれば，当然繁栄せる西欧圏との間に「ゆが象」

を生み，フェン的現象を生じる･のが物理であろう。それ

が，再三に豆る東独の暴動であり，ポズナニ・ハンガリ

アの動乱である。とするならば，生産や生活のおくれ

ば，ひつ寛「悲劇の谷間」を意味するものであるという

ことは，断言できよう。「生産性向上に反対すべきでは

ない。それから生ずる労働強化や失業に反対するのはも

ちろんだが」という，アメリカの社会主義者ヒニーパー

マン氏や，高橋正雄九大教授の意見をも参照して，如上

の国際情勢分析によって，論者は生産性向上はこれであ

るとする立場をとる。

経営合理化とは

日本生産性向上運動におけるところの，

1．失業の防止

2．労使協力

3．成果の労使消費者えの分配

以上3原則（野田信夫日本生産性本部生産性研究所

長）を，現実的な処澄として，遂行するにあたり，組織

技術，生産，市場，労使関係等のあり方を，科学的解析

によって，目的に応ずる最適計画を得ると共に，それへ

経営体の適合化が，すなわち経営合理化である。アメリ

ガの企業が｢経営者時代｣といわれるのも，それでありポ

ーランドのゴムルカ路線，あるいはソ連の第二の革命と

いわれる「工業と建設の管理機構の改革」も，それと合

一目的である。当然日本でも日本なりに，一応生塑の

「自動化」と共に「経営の近代化」が，とり入れられつ

つあり，それは第2次産業がその性質上，第1次・第3

次産業よりも優先して受入れられ，椛造自体から所得配

分に至るまで，加速度的な発展をもたらしつつあり，他

の産業を引離して，その間に著るしい不均衡を生じるに

およんでいる。

国有林経営合理化

その中でも特に林業においては，「生産指数，生産性

上昇の相対的関係の二側面ともに，第2次産業から蓑す

ます引離されつつある。まして，産業別国民所得中にし

める比率の低下は，いうまでもない。このように，産業

祷造自蜘：，ますます「歪承』を大きくしつつあるのが

日本経済の現状であるが，その根本原因である第一次産

業の停滞のなかでも，さらに林業は立ち遅れつつある。

以下略」というのが，林野庁の観測であり，今次の「経

営合理化」発足の要因であって，「生産力原則」という

「経営原則」を明確にし，それを達成することを主旨と

して，国有林経営合瑠上の基本方向が樹立され，今次の

経営合理化を推進する態勢をとるに至っている。それに
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た｡」から，「林業生産組織学，森林計測学，森林施業

学」と細分化して再編成しろ（山科健二島根農科大学教

授）という意見や」森林経理学」は各大学の性格に応じ

て，「基礎に経営経済的な支柱が強く通っているもの，

自然科学的な支えが強力に貫かれているもの，あるいは

その混合体等灸さまざまなものがあってよいはずであ

る」という。京都大学の岡崎丈彬教授の意見もあって，

近代企業としての林業経営の理論は，「森林経理学」か，

あるいば「林業経営経済学」かは，今後の意見の調整

と，その発震並びに新経営理論の確立にあるようだ。そ

れはともあれ，下部構造においては，企業体としての現

実に適合した経営理論に基いた経営計画を要望している

が，「林業経営経済学」の先駆的ともいうべき小沢理論

によって，今次の経営合理化を踏切っている。小沢氏も

云われるように,｢70年の伝統をもつ，経営案の方式を

変えようとする．…」すなわち，正常蓄積や，保続や，

,作業級や，伐期や，輪伐期等々に別れを告げて，需要中

心や，拡大再生産や，経営計画区や，基準伐期帯や，改

良描等を斬新にして，画斯的な経営計画案の道を指向す

るに当って，それがスケールが大きいだけに，一歩誤童

れば粗放ともなりかねまじきを，一抹の危倶とするので

ある。例えば，

1．保続の単位が1従来の作業級から経営計画え拡大

し，保続の用語が拡大再生産という言葉におき換えられ

あるいは収穫量が,従来の成長鐘から需要中心に,なった

ことにほ絡別異論がないにしても，保統（拡大再生産）

は経営計画区で，需要は全国的規摸の中で考えるという

のでは理論的に矛盾し，その理論と現実の破たんを予感

するのは坂越し苦労であろうか。当然経営計画区の需要

鐙は，その保続の単位である当該の経営計画区から供給

保統の単位である当該の畿営計画区から供給するのが原

則であろう。しかしそんなことは現実的には不可能であ

為から，需要一供給一保続（拡ﾌ“生産）の調整がなさ

れよう。その単位をどの程度のものを考えており，叉考

えられるか。（北海道の標準年伐瞳1,600万石に対し約

1,000万石の増伐すなわち約2,600万石をめぐって危倶

がある）

2．間伐はごく常識的に成長量であるから，拡大再生

産の対象にはならない。しかしながら保続需要の対象と

なり得る。それについてどのように考え，どのように調

整するのか。

3．経営計･画案では，従来の正常蒋穣いわゆる法正林

思想は妹殺された。（いや止揚されたのであろう）しか

るに.保線陸原則に基ずいた恒常在高の思想は,そのまま

損益計算に用いられようとしている。（基準伐採と調整

準澱とは別のようではあるが）おそらく伐採．造林調整

勘定にからんで，企業自体の収益性,財政自主性,予算の

幽名と弾力性，大蔵省・行管（政府）の認識等をで，一

波らんも二波らんもありそうだ。その影響は，会計・経

理の象ではなさそうだ。我術の面でも新らしい改革が要

求されよう。例えば，従来の収穫表は法正林思想ととも

に，まったく無用の存在となろう？（収穫表というもの

は植栽本数によっても各友異なるものではなかろうか）

それから間伐についても，恒常在高の思想によって，第

5級木はまったく存在せず，当然間伐法が変化しよう。

4．拡大再生産の場では，充分に収種逓減則が蔵識さ

れたことであろうが，現実の事態として，スギのイヤ地

化，あるいは里山の婿悪林地化等,各ケースによる,マキ

シマムに達し,あるいは過程のものが,かなりあって，そ

の目的阻止に立ふさがり，森林経理学をゆがめた法画瓶

思想のごとく，拡大再生産をゆがめてしまう恐れは充分

である。それについて，果して積極的な,"E,土壌改

良，技術韓澤が，考えられているのであろうか。今次

の「経営合理化」が，ただ従来の奥地林開発に，新らし

い衣をつけ，厚化鞍を臆どこして，スポツ卜・ライトを

浴びたのではないかと，疑われる節一直営生産は「主伐

総収趣を実行年数で除した平均年伐量（素材）が2万

石以上で，かつその事業期間が5年以上の独立団地｡」

であるとか，「林道の最終点における対象面稜が200町

歩」であるとか，一が，国有林総面職3,000町歩未満

(官行造林地略図数)@槌て数10．団地（造林地が大半〉

という，典型的識､事業区（集約施業で収益率は可成り

高いはず）では，おくれの「ゆが承」が，経営合理化の

大義名文の下に，零細事業区へと，しわ寄せられるので

はないかと，過去を振返えって，邪推されるのであるc

「だいたい蓄破というものほ，日本アルプスのてつぺん、

まで，象んな入っているのであって鄭これは投資という

立場から考えて,ｿ戸パﾝのとれるような釆鵬可能の蓄

積というものは，普通の人が考えるほどたくさんない。

むしろ疫芸先生がおっしゃるように，非常にたくさんな

金をかけて，相当乱暴な伐り方をしなければ，とてもソ

画バンがとれないという関係で，政策的には林道とか，

奥地林の開発臆いろいろ問題があるけれども投費その他

の点から考えると，むしろ里山に金をかけて，農業的と

いうほどじゃないにしても，もつと集約な林業を営むと

いうことによって進んだほうが，いいんじゃないかと思

う。」（グリーン・エージ6月号）野村博士の談話にもあ

るように，里山についても充分認識されて，取扱ってい

ただきたい。

5．収獲規整は，伐採・造林基準量に依るものと解釈

されるが，「収獲規整法としては，平分法，成長量法等

の長所をとり，かつ価値平分的な考え方を加味したもの

－13－－
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増強はあくまでも資本の循環計画の中の拡大生産であり

ます」と,先の小沢理論と,全林野中央本部への回答は，

まったくシノニムであって，これでは組織と人は，でき

るだけそっとしておいて，労働強化と土地生産力の搾取

によって，合理化を推進しようとしているのではないか

と,僻まざるを得ないのである。（職務の分課分掌や,担

当区・事業所いじりは，過去幾回となく繰返えし試承な

がら，たいした実効はなかった）製品事業機構合瑠上要

綱でば明らかに「機械化と近代的工程管理による労働生

産性の向上を前提とする」とあり，特に『拡大再生産」

の場である造林事業の原始的なおくれは，製品事業の比

でなく，当然「近代的工程管理による労働生産性向上を

前提」とし，組織労働者の力に頼らなければ「拡大再生

産」はおぼつかなかろう。再び云おぅ「経営合理化」と

は，失業の防止，労使の協力，成果の労・使・消費者，

三者の分配を遂行するために，最適計画（国有林経営計

画も，昭和28年以来検討が続けられ，漸く5年にして

70年の伝統をもつ，経営案方式を変えるような）を得た

のだから，当然それへ適合する経営体へ組織を替え，生

産性向上の成果は，労働者，使用者（国)，消費者（国

民）が分配するのは，公企業であろうと，私企業であろ

うと，当然であって，労働は強化し，失業はお構いな

し，利益はあいまい（林野の場合は，一般会計に繰り入

れか，一般林業の生産力向上に役立つ事業へ還元）では

真の生産性向上でもなければ，経営合理化でもない。故

に問題は「組織と人」に移る。

江組織と人（個）

国有林経営合理化を推進するに当って，「組織と人」

を意欲的に取り上げた人盈に，（論者の狭い視野からで

も）京都大学の岡崎，四手井教授，渡辺林試木曾支場長

特に稲葉秀三国民経済研究会理事長は林野公社説と一段

積極的な意見であり,なお,野村進行林業経済研究所理事

長は持説の採取部門公社.育成部門一般会計説をとって

おられるし，花園--部林野庁経理課長は現在の企業会計

の経理制度に対し，「国有林事業が何故に官業でなけれ

ばならないか」と甚深の疑問を吐露されておる等十指に

近くもあろう。それは当然のことであって，現在の公社

ですら「石田委員長は国鉄経営について〃経営の内容は

かな‘り健全である。ただ重大な欠陥は，国鉄が名は企業

体でありながら政府，国会などによる干渉があまり大き

く企業体の実を欠いている。民営論，官営論の声がある

が，その前に企業にふさわしい自主性と創意性を与える

ことが必要だ〃旨強調した｡」（毎日新聞）と，国鉄白書

にあるとおりの現状だ。現業体などという生ぬるいもの

の存在では，押して察すべきだ。「一般会計納付金，森

林基金，地方計画と中央計画，経営計画と予算，大蔵省

になろう。」ともあり「収穫規整法…」云灸が理解で

きないが，具体的漣かみくだいて教示願い，併せて,伐

採．造林基準錘との相関関係をも知りたい。

6．一定の伐採．造林基準量によって，事業計画力&,

営林署長によって作られるのであるが，「好況時（有効
需要供給）には，増伐をして供給量を増し，価絡の騰貴

をおさえ，それによって生じた収入は蓄積が現金化した

にすぎないから内部に留保して資本維持を図り，また不

況時には（有効需要供給)節伐して材価の低落を阻止す

るとともに，造林を促進し併せて山村経済振興漣寄与す

るといったことが望ましい。特に国有林をして木材需給

の調節，材価調整の磯龍を発揮させることが，国有林を

企業的会計運営をする織り会計とした真の意義があるわ

けである｡」（林業技術186号小沢技官）しからぱ事業の

年次計画は,事業の実行に基ずいて,各年次変更を連鎖さ

れてゆくであろうが，毎年事業基案を褒更するわけには

ゆくまいから，やはり3カ年計画や調整簿なりが，必要

であろう。それは聯業区単位でおこなうのか，経営計画

区単位でおこなうのか。全林野中央支部からの公開質問
状に対する回答（全林野新聞219号）によれば，「経営

計画区を経営の単位とするため，この区内の計画的ある

いば決算事務等の一部を’その中枢の位置にある一つの

署に統轄させる必要があれば，そのような措厩を識ずる

ことも考えられます｡」ではなく当然必要であり’そ

のような措羅を識ずるべきであろう。木材需給の調節，

材価調整の機能については，現実ではまるでその反対に

不況時に増伐し（収入不足）好況時に節伐（収入超過）

をしたのが，従来のあり方であった。現在の機織，予騨

会計制度をその童叢にして，果して需給．材価の調節が

現実的に処羅できるであろうか。

7．最後にもっともわれわれの関心の的である「生産

力」という問題であるが，林業技術誌186号の小沢理論

によれば,｢林業生産力｣を根底にした考えの上で,国有林

としては，「盗本的制約のもとに＝資本の許す限度にお

いて＝一応労働,土地の両生産力の係進をねらいつつ,当

面は土地生産力を重視する」とあり，明らかに全林野中

央本部への回答「この合理化は，新らしい経営計画を合

理的に運営管理するためにもっとも妥当な機織の確立で

ありますが」といいつつ，「や拡り，現状を離れ,理想淀

走る計画であってはならないのであります」と避け，叉

「経営にたずさわるものとして，誰しもその自主性を希

望することは当然だと思います」が,rとくに給与につ

いては,公労法でも明らかなように,国民の総意と承られ

る予算の中で，定められた給与総額の枠を一歩も越える

ことはできないのであります」しかも「問題ほこの利熊

の適確な把握幅あります。合理化計画における生産力の

《
型

▲
ｒ

0

《
一
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も一時，これも思いつき，スピード化した時流バスに乗

りおくれないように，小走りの連鎖行動の日常，じっく

りと専問一つに坂組む時間も持ってないし，勿論生活の

余裕などほない。その中で，サンプリング調査を一つ例

にとって承てもだ，ここがプロツ1,でございますと，自

信をもって選定できる技術者が，果して現在幾人おり，

その待遇はどうであろうか。（ワイゼー測高器ですら活

用されてないのが現状だ）それに今な鐙，林業の生命と

もいうべき現場は，担当区・‘灘業所主任蓑かせの弊はぬ

けないし，第一次産業（林業）に加えて第3次産業（公

務員）という機総のあいまいさのおくれとゆが象は，貴■
本家は労働者の敵だすべてて反対の観念公式論一辺倒の

労働者意識の低さと，第一次産業（林業）を捨て，第3

次産業（官瞭吏）の安易さに寄ろうとする後向性，それ

が従来の合理化を阻止1ﾝ，今次の「経営合理化」に弁証

させた所以である。，

従前の「生産技術を中心」とした基盤に立っていても

「生産技術」と近代的経営との結合を，いわゆる理論で

いうならば「新らしい衣をつけた経理学」を目指して，

日を見えざる絶間ない努力を続けてきた，良心的な「林

業技術者」や，山間僻地で，文化に浴せず，低額所得で

重労働に従事してきた勤勉なる「林業労働者」の群が林

業の大道を求めて，さまよい歩くことのないように，充

分の配慮が望霞しい･チャツプリンの「モダン・タイム

ス」を序にした所以もそこにあった。

あとがき

かにかくに林ば愛し四季にふれ心はかよう林つくりわ

れ。

の認識，財政自主のていどとその要求あるいは予算の猟

力性といった一連の案件の解決がせまられてくる。事態

によっては合理化が阻止されるおそれがある」苦い経験

のある篠田教授のいわれるとおり，新らしい経営計画に

ふさわしい経営体でなければ，合理化の推進は至難なの
ではあるまいか。ともあれ，野村博士の危倶される「岡

有林の伐採力§価値の高い天然スギ・ヒノキなどに集中さ

れ，その埋合わせとして，価値の低いブナその他広葉樹

が置き換えられている」にしても，従来，伐採・趨氷引

当金計算の運用に誤りがあって，数字の上にあらわれた

ほど針葉樹の増伐はなされていないし，叉育成部門につ

いてば「拡大再生産」で，理論並びに財務諸表面では一

応筋がとおるはずであるが，ただ問題は現実に，拡大再

生産が実現するかということ一つにかかってくることに

なろう。故に「組織と人」が更に再認識されよう。数年

間「名人芸を排し，誰にでもできる間伐を」という中村

賢太郎博士の意見に対し，「やはり充分に実験をつんだ

技術者で」という田中波慈女教授との間で，間伐技術に

ついて，活溌な論争がかわされたが，それは間伐技術以

前の思態一「組織か人（個）か」の問題であったものか

と記憶しているが，大倉精二信州大学教授も「林業技術

的人間像」（林業技術178号）でその問題をとりあげ，

現代の個人軽視に一石を投じている。近代化ということ

は，分業化，単純化，基準化，機械化，安易化，されて

ゆくことであるが，その反面高度な専F確蕊識と総合的な

力が必要となってくる。しかしその反面叉「大勢は，商

業主義偏重に侵かされてゆくア武リカ」ジョン・スタイ

ンベック氏の嘆きは，そのまま日本の嘆きであり，あれ

へ
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■■■■

森林作業の作業強度と消費エネルギー
■

ﾏ特に地栫>伐木渋材作業について?－
☆§■

■

秋保 親悌

ろの方法が考えられている。その中で筋的労働について

はエネルギー代謝率測定法が，精神的労働についてはプ

リ‘ツカー値測定法がもっとも適当と考えられており，現

在多く採用されているようである。

エネルギー代謝蕊(RelativeMetabolicRate)は

R.M.R.と略称されるが，その代謝率値は純粋にその

労働に要するエネルギー量が，その人個有の基礎代謝量

の何倍に当るかを示す数値である。埜礎代謝量というの

はその人の生命を維持するに必要な最低限のエネルギー

量を示めすもので，性別･年令･体椿などによって異なる

もので容易に知ることができる。このR.M､R.値は個

人差が陶､れていると考えてもよい値であり，例えば平

地における立った姿勢での，普通テンポのヒノキ玉切作

業のR.M.R.が5．3であるということはその条件にお

いて玉切作業をするときにほどの作業員でもその人個有

の基礎代謝量の5．3倍のエネルギーを必要とするという

ことである。森林作業のように重筋労働部門の多い分野

では比較的適切に作業強度を示すことができるものと考

えられ，いろいろの作業について測られている。これら

林業労働のR､M.R.数値表は林野庁濫避課より蓋料と

して出されており，また林業試験場作業研究室の藤林・

辻両技官も林業試験場報告にR､M.R.値に関してくわ

しく報告されている｡望）この報告のなかで分類されてい

るR.M.R・値をみると種苗事業の平均で3.1～3.51

造林撫育事業で妹4.6～5.0,素材生産事業では6.1～

6.5,製炭事業の伐木部門6.1～6.5,製炭の其の他部門

3.1～3.5となっている。鉱工業部門で測走分類された

一例，運搬工・鍛冶工などの平均R.M､R.2.3～2.7,

鉱石運姦・石炭の庫出し（鵬）などの3.3～3.7の数値

を承ると森林作業の作業強度は相当大きいものと考えら

れるのである。

エネルギー代謝率の測定方法についてはこの方面の専

問書にくわしく解説されている3》のでここでは普通行わ

れているダグラスパツク法のアウトラインだけ述べて承

はじめに

林業経営の合理化のためには労務管理の適正化がはか

られなければならない。すなわち,森林作業に従事する

労務者は適正な条件で能率よく働らけるように管理され

るべきだということである。そのためにはまずその実態

を正しくつかむ必要がある。我が国のもっとも大規摸な

林業経営体である国有林においても林業の作業実態をと

らえこれを科学的に究明するための調迩を労働科学研究

所其の他の研究機関の協力によってやられたようで種奄

の資料力:発表されている｡ｴ’その内容となっているとこ

ろのものは森林作業の時間分析結果・労働強度の測定結

果・労務者の消費熱量と摂坂栄養の状況・労働力と賃金

の実態などである。また林業試験場の作業研究室におい

ても森林作業全般にわたり作業強度の測定をやられてい

る。だがこれらの調査費料もまだ事業実行面に消化され

活用される段階にはきていないように考えられる。この

ような賓料も理解され，事業管理面に活かされるのでな

ければ罐がうすくなろう。

ここにわれわれが手がけた造林の地鏥作業及び伐木造

材作業の調査結果があるので，その科学的究明を解説的

に述べて象ることとした。この種の究明は過去において

測られている基礎数値を活隠し，分析された資料を参考

にしてなされることが有効であるから労働科学的分野で

考えられ発表されている資料を参考にしながら事業管理

的見地から考究をすすめて承た°

1）森林作業の作業強度

作業を担当する人間には疲労がつきものである。疲労

の本質は蓑だ医学的につかまれてはいないようである

が，労働に腫必らず疲労が伴うことは経験上体得されて

いる。その疲労が完全に回復されずに蕎稜すると作業能

率が低下していくわけである。その疲労を起す原因とな

る作業の激しさの程度を作業強度と定錠される。作業強

度は筋的作業の場合と精神的作業の場合とに2大別して

考えられる。そしてそ軌らの労働強度の測定にはいろい

《
三

●

Q

ｰ

ー

箪者・林業試験場木曽分甥
1）林野庁：1950,1951,「林業実態鯛査報告書｣：
2）藤林誠･辻隆道･渡部庄三郎：林業労側の作言
3）沼尻幸吉：労側の強さと適正作業量，労働黍陰

林野庁：1950,1951,「林業実態鯛査報告書｣：同』1951,「労働科学から見た林業労働」
藤林誠.辻隆道･渡部庄三郎：林業労側の作業強度に関する研究，林試卿兜報告86号，1956
沼尻幸吉：労側の強さと適正作業量，労働科学研究所，1955.
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秋保：森林作業の作業強度と消費エネルギー

へ

●

▲

一

■

ることにした。

a)被験者にマスク(.･ム及び軽金属鋤をつけさせ，

このマスクからゴム製ダグラスパックまでを可携ゴ

ム管でつなぐ。そして被験者のはき出す呼気をバッ

クに収納する。この採気は作業時と作業前の安静時

の分について行なう。（第1図参照）

第1図

b)バックに集った呼気の堂をガスメーターを通すこ

と･により測定する。更にその呼気の一部をガス採集

管にとる。

c)採集管にとった呼気を労研式覇i分析器により分

析し，呼気中の酸素及び炭酸カスの割合を測定す

る。そして測定してある全呼気量にこの割合を乗じ

て酸素及び炭酸ガス鐙をしる。その酸素消蕊鐙より

代謝量を求める‘｡

d)上にのべたような方法で求めた基礎代謝・安静代

謝．労働代謝の量からR.M.R.を算出すのである。

このR.M.R.値は林業労働を作業強度の面からとら

えるためにもっとも利用価値の高いものと考えられてい

る。これらの面から地捗作業・伐木造林作業の分折究明

を進めて承ることにした。これらの作業は前述した造林

撫育事業・素材生産事業の部門であり,R.M､R･の比

較的高い作業に属するわけであり,曇画意味で森林作業
〆

を代表するものともいえよ’雪。

：蕊麓篭鰯議京鑪燕駕撰赫
皆僕縦也,標高1,200m程度地鏥地傾斜は10～23｡,*

一木枝条の散乱している笹生地である。下刈鎌を使用して
一今 －

．4）梅田三樹男：林業の作業研究，朝倉書店，

－

羽倉書店，1953.

－

第2図

の笹全刈作業が主で，それに鉈や腰鋸を用いての障害物

除去作業が加わっている。主として山腹を水平に刈掻い

ながら移動し，刈った催や末木枝条は3m程度の間隔を

おき筋状に集める。（第2図参照）

なお，対象とした作業員は20才の男で専業，経験年

数4年であった。

い童昭和30年10月12日から11月18日の期間中で

全日作業をやった26日分の時間分析盗料を集計．平均

した数値を示めせば第1表の通りとなる。（第，表参照）

この第1表の数値に多少の検討を加えて承ると次のよ

うになる。

、所要時間は実働．余裕．除外時間で約4．5．1．5．

4．0時間となっていた。この除外時間のうち通勤に

2．5時間も要しており，時間割合からいっても消菱

エネルギーからいっても過大と考えられ，通勤時間

が少なくてすむよう労務者宿舎を考える必要があろ

う。

に対するものとii)百分率は拘束時間（観測総時間）に

勤務時間に対するものの両方算出した

かこんだ数値は勤務時間に対する百分

。表中（〕垂

率であるが，

この数値のうち実働篭間庭対するものを実働率,余

裕時間に対する恕のを余裕率と称し稼働の状況をし

るだめの指標として用いられあ。当地鋪作業の実働

＝率を承ると74.76％となっている。既往の文献鋤に

より地栫作業の想定実働率(実験的に算出したもの）

は68～72％となっており，季節的好条件のたあか

強労働の割に実働率は比較的高くなっていた。

iii)エネルギー代謝率の値は森林作業について調査さ

れ－－林業試験場作業研究室の辻技官が中心となっ

て測定一林野庁より発表されている値を採用し

た。ただしこれらの値は使用器具・作業姿勢・テン

17－
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秋保：森林作業の作業強度と消費エネルギー

第1表

百分率｜代謝率’類｜要素作業
準備後始末準備・後始末

|主体作業
｜菫…蝿；附帯作業

計

｜皇‐蔦職場余裕

｜;作業余裕
｜掌"･鱗：疲れ余裕

用達余裕用．達

計

総時間

’

1

消喪エネルギー

72.32cal

1,015.74

30.12

94．42

307.92

117．77

3．25

18．65

1,660．19

2．64

0．70

17．51

4．39

4．86

87．99

7．82

2．86

128．77

所要時間

21.75分

142．56

6．34

16．03

57．88

19．87

1．37

5．61

270．91

1．74

0．46

9．70

2．43

3．20

66．16

・5．88

1．88

91．45

分

3.61%
(6.00)
23．66

(39.34）
1．05

(1.75)
2．66

（4.狸）
9．60

(15.97）
3.21

（5.35）
0．23

（0.38）
0．93

（1.55）
坐.95

(泌.76）
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４
２
３
８

●
●
●
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●
●
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２
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時
間

’ 《
■

0．29

（0.48）
0．08

（0.12）
1．61

（2.68）
0．41

（0.67）
0.53

（0.89）
10．98

（18.26）
0．97

（1.62）
0．81

（0.52）
15．18_､

（25.24）
60.18

(100.00)
2．31
11．50

0．89

0.“

25．33

39．87、

４
．
４
７
７
４
２
２
４

●
①
●
●
。
●
母
●

０
０
０
０
０
０
０
０

余

裕
時
間

▲

１
１

’ 1，788．96

21.17

92．21

4．26
3．09

907．75

1，028．48

362．86

13．93

69．33

2．36

2．08

152．64

240．29

｜“昼休その他

通
計

事
象
詞
他
勤

休
譲

６

４
２
７
４
０

◆
■
●
、
■

０
０
０
０
５

除
外
時
間

’
一

二
｢."6,|!o･0｡||2+.二観測総時間

．一一

ポ・鴎の傾斜などの条f鰐Iに測定してあるので採基礎代謝量の求め方は他の文献鋤にゆずることにす

るが，識には日本人の平均基礎代謝蝿として男子

0.95カロリー，女子0．79カ戸リーの値が標準と考

えられているようであり，本表の計郷でも0．95力

用するに当っては調査条傑にもっとも適した値を選

ばなければならない。また休息とか食事とかの一般

的なものは労働科学研究所で測定発表されてい愚値

通勤の代謝率は代謝率ほ上り．下り・傾斜など

値をとった。当調査に詣ける主

代謝率惟5.6となり強労働に属

。（算出法は4）参照）

消費エネルギーは次の数式で求

戸リー(cal/minで示される値であり，したがっ

て上却所要時間も分瀧位でなければならない)の

値を用いた。

を採用した。通勤の

で異るのでその平均

体作業時間中の平均

することがしられる 本調査における

驚羅簿約6時間で1,789

れた°更に通勤を

で承れば約2,817カロリーとなっていた。．薄言

雲麓---
v)労働科学研究所では労働のエネルギー消

軽，中,軍，強，激の労働強度順に分ける

唱しているようである。(A,B,C,D,E勘等

iv)表に示されている消費エネ

められる･大力官リ

消費エネルギー＝
、_△

－で示される。

基礎代謝×{(代謝率十1.2）

×所要時間｝

＝基礎代謝×(f"i率
凶

､2×所要時間）×所要時間十1

－18－

『



秋保：森林作業の作業強度と消費エネルギー
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第2表
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Ｂ
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級に分類）この分類にしたがって蝉出された熱量表

（第2表参照）によって象れぱこの地栫作業は主体

作業平均R.M.R.が5.6であるからD級に属する

ことになる。この表の値は標準的な成人男女が8時

間勤務した場合及び1日24時間中の所要熱量を労

研で分類算出したものである。これらの値はわが国

における国民の栄養基準を表わしている。

3）伐木造材作業の内容とエネルギー消費の状況

調査地は上松営林署管内小川入国有林内天然ヒノキ

林，‘面積皆伐地で，伐採地の傾斜18.前後となってい

た。平均樹令250年bHa当り材稜4,263石(650本）

1本当り材積は6．56石となっている。伐倒方法の主な

ものは手鋸(窓鋸)・腰鋸・斧併用による手作業で特に犬

径木の場合にはポールト錐及びボールト鋸使用による鼻

緒伐りを行った。（ただし鼻緒伐りを行ったのほ124本

中7本だけであった）対象作業員は54才の男子で経験

年数は30年となっていた。対象作業員の伐木作業状況

を写真によって示す。（第3図参照）

第3表

百分率|代謝率耀髻ネ分
一

へ

％
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第3図

本調査の期間中すなわち昭和30年10月13日から

12月6日までの間で全日作業を行った29日間の資料を

分類・集計し平均してみた数値を表示すれば第3表の通

りとなる。（第3表参照）ただしとの表では附帯ｲ震以

鋪|釜維そ｡鑑|‘蕊｜計

観測総時間卜380，’
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秋保：森林作業の作業強度と消費エネルギー

下の項目は総括値の象を示した。（この場合の代謝率は

平均代謝率とした）叉主体作業欄上段は伐木，下段は造

材の要素作業について記した。第3表の内容について多

少の検討えて承る。

i)所要時間をみると実働・余裕時間がそれぞれ約

6．8．1．2時間であり，その計である勤務時間が8

時間となる｡更に除外時間が約2．6時間で拘束時間

が約10．6時間となっている。通勤時間は地鋪作業

の場合よりは少ないがそれでも要素作業中最も多い

時間割合となっている。

ii)主体作業の中では玉切り・枝節払い・追口切りの

順に所蕊時間が多く，この3作業の消費カロリーが

特に多くなっている。

iii)拘束時間に対する実働時間割合は64.38%で，前

の地栫作業の場合に比し20％程度多くなっている。

これは通勤時間が地捧作業の場合より少ないこと及

び余裕・除外時間が少禰盲くなっているためである。

これは伐木造材作業の場合は地捲作業とはちがい出

来高払い制度で賃金が支払われる為努力度が高かっ

たものと考えられる。

iv)実働率は85.61%となっており，前に述べた梅田

氏の想定実働率68～72％を相当上廻っていた。

v)更に勤務時間中の消費エネルギーで承ると2,534

カロリ－余となる。これを第2表に照合して承ると

（主体作業の平均R｡M.R.は5.6となる）本作業

ほ男子のD級に属するわけで就業時間中の消識エネ

ルギーば1,750～2,170カロリーと想罐されている。

従って本調査の場合はこの限度をこえている。

vi)林業における作業の多くは天候に左右されてお

り，雨休が多い為1カ月の就業日は20日前後にし

か過ぎない。その為作業日には高度の能率をあげよ

うと努力する。特に伐木造材作業でばこの傾向が強

いようである。しかもこの伐木造材作業は消識エネ

ルギーの面から考えても特異な重労働に属するよう

で，これに適応した体質をつくり得た者でなければ

このよう,な能率を維持していくことが不能のように

考えられる。伐木造材作業も動力鋸利用による機械

化が進められているが，やがて疲労度が軽減しより

合理的な作業になってゆくであろうことが期待され

る。

vii)拘痢時間ば10.6時間余で消費エネルギーは3,257

カロリーとなっていた。

4）消愛カロリーと攝販カロリー

地鏥作業と伐木造材作業について測定算出した消費カ

ロリーは前に掲げたが，1日の消費カロリーはこれに生

活時間中の消賀カロリーを加えなければならない。地簿

作業の調査に附帯して行った生活調査の総括盗料を示せ

ば第4表の通り。（第4表参照）これは全日作業を行っ

た26日分の平均値である。

第4表

分類|平均時間|代謝率|蝉ニネ|備考
Cal

3．08

377.Z2

66．42

91．81

62．11

236.51

36．18

23.09

896．92

分
1．23

496．92

43.“

60．42

46．65

155．58

23．85

9．04

837．35

起 床

就床

食事

身仕度

体息

自由

勉強・修養

用事

計

寝具片付け1．5

爵'辮蝿）
0．4

0．4

O.2

0．4

0．4

,.51

（

生活の雑用

11’
’ －

地推作業の場合は生澗毒間中の消喪エネルギーは1日

平均896.92Calと算出されたので，それに拘束時間中

の消費エネルギー2,817.44Calを加えた3,714.36Cal

が1日（24時間）の消識エネルギーということになる。

伐木造材作業の場合は同様にして1日の総エネルギー

消費量が4,115.86Calと算出された。

この2例における1日の消費カロリーば前掲第2表に

照合して詮ると，共に激労働(E級）に属するようであ

る。主作業強度ではD級と承られるにも拘わらず消費カ

ロリーでE級に入っているのは一般産業の重労働にくら

べ這鐵その他の面で地形的悪条件が響いていること，労

働強度の割に今割勘率が商くなっていることなどの為と考

えられる。

それではこの消識カロリーの補給としてはどの程度の

食品をとらなければならないかというと，消費カロリー

値に不消化吸収分1割と，調理損失分1割とを加えただ

けのカロリー値をもつ食品調才をとらなければならない

と･いうことになる。すなわち2割増の熱量値で当調査

の場合では地癖作業約4,457カロリー，伐木造材作業約

4,939カロリーということになる。消費されたエネルギ

ーは大部分食物及び空気中の酸素から得ることになるわ

けでビタミン類がその補助的な役割を果している。

いまこの摂取栄養などの問題について特渥くわしく解

説するいとまはないが，山林労働の重労性を考えその労

務者の食生活合理化を考える必要性が痛感されるので多

少の考究を進めて熟る°

一般成人男子の華準摂取カロリーは2,500カロリー前

後と象られ，そのうち蛋白質で補給しなければならない

量賦10～13％程度とされ80g程度が適当と考えられ

ている。森林作業労務者が摂取を要する…ﾖ4,000"

ロリーを超えているということは異常なことである。し

かし現実にこのような重労働が行われてきているという

ことば前述したように山林労務者が仕事に適応する特殊

体質をつくりあげてh､ることが考えられるのである。

一

■

、

《
一

－20－

ゴ



‘秋保：森材作業の作業強度と消費エネノレギー
一
一

一

いまこの4,500カロリー前後のものの繩補給を蕊す

る場合の食品配合を考えて承れば次表の通りとなる。

(第5表参照）

第5表

摂取が少ないきらいのある山林労働においてば大豆の合

理的摂取を工夫する必要があろう。

おわりに

森林作業の労働科学的究明という分野は開拓され出し・

てから日が浅く不倣な点も少なくない｡しかし関係各方
面でなされ作業実態究明の努力は尊重さるべきものであ

ろう。そしてその究明された資料が森林作業の合理化林

業経営合理化の足がかりとなってはじめてそれが活きて

くるのである。

本稿で究明した森林作業の実態から承ても相当強度の

重労働であり，エネルギー消費の状況から特異な体質が

要求されるとさえ考えられる。林業経営の合理化という

立場よりしてもこのような強度の作業をより軽度のもの

に改善すること，より能率的に作業を進め得るように作

業管理・労務管理を行なう必要のあることなどが考えら

れる。

消溌エネルギーが少なくてすむようにする為には作業

方法や使用器具を改良し能率を高めなければならない。

これは機械化への道を指向しており，伏木造材作業に膳
いては動力鋸の利用として，地捻作業で嘘プッシュ象リ

ーナーの利用などとして現在進展しつつある。この作業

強度軽減が林業磯械化の大きな意義であることを思い，

この磯械化の推進に努力すべきであろう。このことを特

に最後につけ加え本稿を終る次第である。

食品名|分量|蛋白質’蛋白質li識炭水化物
ggg

47．044．20538d30

20．493．18219．54

11．594．468．52

1.380.066．01

爵:妻1‘，
3．48-1.80

3.030．8057,66

0．740.042.17

－24．75－

9．855．5874．12

123.”49.10909.77

.熱量

Cal

2,380.0

”0.0

120．8

30.0

152.6

18．0

7．2

246．0

12，0

222．5

386．0

4，565．1

。※|鰻碧）
g

押麦（33譽）
味噌(2｡f)
たくわん1“

ほつけ（21闇）
臆うれん草(小H･の
しょうゆ(小さf9〕
馬鈴薯(4:觜）
ねぎ(中忍)
油脂類25

ビスケット100

計

~

、

第5表に示した例は理想的配合というのではなく，必

要熱遼と山林労務者の食生活実態を勘案して配合してゑ

た1例にすぎない。この例でぶてもわかるように大量の

熱量消費を伴う山林労働においてほ主食に頼る度合が大

きくならざるを得ない。山奥にある労務着宿舎の炊顎で

はどうしても食品市場に遠いため貯蔵のきく食品や主食

類に頼る結果になり熱量の多い栄養に翌んだ食品を選怠

努力を怠ってしまうのが実借となっているからである。

しかしここに一つ問題がある。というのは主食の摂りす

ぎ特に白米のう瞳が高血圧の原因となり早老・早死の遠

因になりやす1,,.ということである。このことについて1ま

東北大学の近藤正二教授が全国的な統計値によ;つで強調

しておられるし労研でも同様な調査結果を出している。

このことを考えて承ると大量の熱量摂取を余ぎなくされ

る林業労伽では特に少量毛熱量や栄蕊の豊富な伽を摂
ることが考えられなければならな’い。そして労務署の食

生活を管理すべき担当者はこの食生活の合理化に綬極肘
に協力・指導してやらなければならないだろう。近藤教

授の調査例によると，日本の長寿地方の特色としては

①魚も大豆も豊富②野菜（特に人蕊・南瓜・長芋等）

‘が豊富③米が少い（麦や甘藷が多い）④山菜に富む

⑤胡麻をよく食べる⑥海藻の常食（若布を豊富に食
べている）などをあげて霊られる･これで象ると栄養改

善は必らずしも高価につくとはL､えないようである。特

に大豆を食べることは合理的のようで約0.8合の熱量が

白米1合の熱量に匹敵し，なお白米の4倍以上の蛋白質

を摂取できることになるのである。その意味で蛋白質の
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するものと推定される。とくにニセアカシヤ，ヤマハン

等水分消費量の多い樹種ではその傾向ば顕著に表われ

る。また植栽本数の多い程生長惇止も早いようでたとえ

ば高島分場で行なった玉野の緑化試験地で植栽本数の多

I,､ha当り30,000本区20,000本区においては早期の

緑化ば早いが3年目項から生育力霊ろえ5年後の今日で

ば生育ほ完全に停止しすでに枯損の兆がある。他方これ

らの樹種は陽性力轆いため陽光に対する競合もあり，あ

る程度ウツペイが保たれるとお互い生育を阻害すること

となり共倒れに陥る虞が大きい。このような点から肥料

木の単植は避けるべきである。玉野近辺の戦後の施工で

はクロマツが肥料木と混植されたが，’’2年にして肥

料木に被圧されほとんど枯死の状態であったので，以後

マツの混植が中止されて来たが，最近樹種更改の必要を

認めてマツの混植が実行されて来ており，その方法もマ

ツが被圧を受けることのないよう植栽順序間隔に工夫が

払われつつある。県営治山では斜面及び犬走りにマツの

実播が行われその発崇ま良好であるが，数年後に肥料木

の疎開が必要になるものと思われる。しかし笠岡大磯地

区のように単にヤシヤプシとクロマツの交互混植によっ

ても，土壌や苗木が良ければ，2，3年でマツの生育が

肥料木を凌ぎ優にマツの成林を期待出来る地区もあるが

このような好条件の所はまれであろう。なお，マツ以外

にウバメガシ，ヤマモモ,ヒノキ等が地味良好潅処に植栽

されているが，ウバメガシは初期の生長がとくに遅いが

よく被圧に堪えて5，6年後に漸やく1.5m前後に達

し樹勢もよいから遠い将来には優勢木となり得る可§雛
はある。ヤマモモは今のところ生育は芳しくなく軽さん

な花崗岩土壌には適しないのでなかろうか。ヒノキは堆

稜土壌に肱好適のようで，国営砂防地の植栽地で6年で

平均21n余に達している地区もあり，本地方の土壌の

比較的深い処では導入樹種として期待の持てるものの一

つである。

3．外国樹種の導入

ウパメガシ，ヤマモぞ等ば生長が遅くこれらが優勢木

となるまでにかなりの年月を要するので比較的生育の早

いとぶなされる外国樹種を数種類植栽してぶた･鉾立の

林業試験場の試験地の禿山で昭和31年3月肥料木と3

対’の割合でテーダマツ，リキ次マツ，仏国海捧松，ユ

ーカリをそれぞれ約80本づつ階段上に混植し，これと

対照するためクロマツ，ヒノキを同様な方法で植栽し

た。植栽間隔は一応県の設計蕊準により50cm間隔とし

たが，後日の手入を予想しないならば，これら樹種の両

側は少なくとも1zn以上の間隔を置く必要がある。植
栽当年に夏季の畢魅のため海岸松，リキダマツに40％

近くの枝損を生じたが，これは苗木が2年生で大きく,、
遠距離輸送のため植栽当時すでにかなり損傷があったた

めにもよる。これに対しユーカリテーダマツは地元謎成

のため痛蕊が少なく，しがも一年生であったから活着率
は'00％であった。各樹種の生長量嫁表，でユーカリの

生長はとくにすばらしく，斜面単植では3nl余に達し

てい為。ただしこの場合は土つき苗を使ったが，同時に

禿山え経済樹種

導入の問題
P

、③③

白井純郎
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1．はLがき

治山工事の目的は云うまでもなく国士保安が第一で禿

山の侵蝕を防止し，下流の農耕宅地や公共施設を流出土

砂の被害から守ることにあるべきであるが，この目的を

達成しつつ施工林地の経済性を高めると云うことも併せ

考えるべきかと思う。従来の治山事業をかえり染るに土

木的工法に多大の経費を蕊やし，山腹を安定せしめて一

応緑化に成功したる処においてもほとんど肥料木を主と

するたぬか数年にして樹勢衰ろえ経済樹種の導入もなら

ずして叉荒廃の過程を辿りつつある所が少くない。普通

造林の10倍に近い経費を投じて，よくこれを償なう治

山効果を得ているとしても，さらに長期の効果維持のた
瑚凹料木の撫育をはかると共にその経済価値の向上を期

すべきであろう｡一方禿山の発生原因から考えても,その

地文的水文的不利な諸条件が経済林化えの大きな障害に
は違いないが，工夫と努力によっては可能であることを

先輩諸氏による各地の実例が示している。一概に禿山と

云ってもその土壌の化学性はともかくとして，物理性は

基岩の種類やその風化の進捗度によりかなり‘の差があ

り，一地区の成功例が他の地区で同様な成果を収め得る

かば疑わしぃが，禿山では特に末風化な基岩の残った場

合を除いてその物理幽龍一般に良好であり，その適用範

囲は比較的広いと思われる。ここでは児島半島の花崗岩

地帯を対象とし，過去に施行された方法や現に試験中の
ものについて，その経過や考察を述べ一片の参考に供す
ることとした。

2．既往施工地の概況

治山に用いる樹種としては涛悪地土壌肥培の見地から

肥料木を主とずるが当然であろうが，一般に肥料木は浮
土砂の堆誤地のように特に土壌の深い処でない限りその

生育の減退は速やかであり，ことにニセアカシヤの如き

は植栽後3年位ですでに生長のピークが表われ，ヤシヤ

ブシでも5，6年後に溌次生育が衰ろえる傾向があり，

他の肥料木もこれに似た推移をたどることは樹幹折解の
黄料によって象とめられる。これは土壌の彦透能が低く

て，雨水の受け入れが少なく，土の容水量が小さいのに

対し蒸発蒸散による水の消失が早く，植生相互の水分競

合による生長抑制が主因で，これに肥料分の欠乏も影響

《
裂

凸

8

《
」
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白井：禿山え経済樹種導入の問題

アカマツ，クロマツ林と一部ニセアカシヤ林に変じて居

り，この種の育林の容易でないことを物語っている。し

かし当時の斜面実播によるアペマキの成林は注目に値

し，樹種と取扱の如何によってば禿山え経済樹種の第一

次導入も可能であることを示している。

4．更新伐採試験

既往の施工地で肥料木により完全にウツ閑された林地

では，植栽又は実播のアカマツ，クヌギ，カジ，ヤマモ

モ等の樹種はたとえ発芽しても被圧されて生長が悪く，

とくにマツ類のような陽性の樹種ではまさに消滅の危機

に瀕していると云ってよく，外部から侵入し得た経済樹
種もはかばかしくない。肥料木自体の寿命もこのままで
は短命を予想されるので，適時に肥料木の整理伐採を行

ないその萠芽をほかるとともに後継樹種の撫育につとめ

ねばならない。この場合その時鰯方法が萠芽の成績や経

済樹種の生長Iこ影櫛する所が大きいと考えられるが，そ

の関係盗料が乏しく，この種の系統的な試験の必要が痛
感される。ここではまず択伐，皆伐の萠芽や林冠のウツ

ペイに対する影響や後継樹の生育の変化の状況等につい

ての見透しを得るため下記のような簡単な予備試験を行

なったのでその中間経過を報告する。

1）試験地の祇況

本地区は玉野市内の昭和28年度県営施行地で地澗汲び
土壊の遇鮮性ば表2，3のとおりである。設計書による

第2表地況

導入樹種の生長量第1表
一

植栽時1
31，4，2

霧|需

罵|:：
z｣|｡．

－

樹種 |備響11,27132,9,1231，

調雷調犀|厨高|直径’
｜
時
澤
錘"|‘‘|’‘|鵜テー蕊マツ 87

0．9 751．2

651．7全部単植

511.1畠鷲艤、

ヒノキ

ク戸マツ

50

371．1

ﾘｷダﾏﾂ90．71230．85】

海岸松471.2561.589

ユーカリ570．61362．0220

1．8

2．62．0220
1

＝

単植ノ1、キ
340Crn40cm

一

施工地のf罐跡地に祷践したふるい苗においても樹高
2.40m径3.0cm(30本平均）となってその坐育の早

さは他の週瞳を許さない‘これにつぐばテーダマツで活

着笙育共によく被圧を受けない単植区ではｲ識後1年半
で猿橋平均1.20mに達している。しかしこの木は非常
に陽性であるため混植区ではiI甥木の樹冠拡張に伴ない
急に生育を阻害される傾がある。ことに地表草生の繁茂
する棒也えの梅幾ほ不成功に陥りやすい。また原産地の
アメリカでは病害に侵されやすいと云う欠点があるそう

で診る｡海岸松もク戸マツに比し坐育がよいが,W鵬力
はクロマツよりやや弱いと思われる。しかしこれらの樹

種は生育が早いので植栽後2，3回の手入れにより順調
な生育も可能であろう。リキダマツは生育は遅いが耐陰
力が優れていて導入樹種として有望なものの一つであ
る。ヒノキの生育も一般林地に劣らずよく今後が期待さ

れる。要するに以上の経済樹種は禿山の辮悪土壌におい

ても生育が充分可能であり生長は早い溢陽性は強くそ
の最大の障害は肥料木の被圧であるからその成林を期す
る挺健植栽方法に特に意を用いる必要がある。この点か

ら階段交互植栽が望ましく，当初の侵蝕を懸念される場
合には経済樹種の周辺をはぎ類雑草で早期被覆すべきも
のと考える。なお，当鉾立試験地には昭和14年から佐

藤敬二博士や小野隣ki那氏等によってイニシングマツ海

岸松2タンニンアカ.シヤ,ニセアカシヤその他の経済樹種
が肥料木と共に植栽され－時は活着良好であった由であ
るが現在では海岸松が数本優勢木として残存するのみで

，他はほとんど消滅かその寸前にあり，試験地の大部分は

第3表土壊

艤
地区“|鯛
AISEI30｡

BINI30｡

歩

とが散生一一一
■

と階闘前にはヤシヤプシ,ヤマハン,ヒメヤシヤブシ，ニ
セアカシヤ，クヌギ，ヤマモモの1年生を植栽し斜面ば

ハギ3ニセアカシヤ1ヤシヤプシ1雑草1を実播し肥料
として柵鍼木には縦伏固型と過燐酸石灰を用い，舞番に
は硫安を“翻した。施行稜2年半で禿山は完全に被覆
されているが，′ヌギ，ヤマモモの生育は極めて不良
で，また侵入したと承られるク戸マツ，アカマツも不健

全で被圧のため枯死寸前にある。ウバメカシは試験的に
雲脅したものかと思われる。ニセアカシヤの割合の多b、
B区では肥料木の競合がとくに顕著で手入刈が必要であ
る。土壊の化学性は別表のとおり豐諺篭及び炭素は階段面
においては榔馳の2～3倍の値を示しすでに土壌鯉智の

の理学性
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白井6禿山え経済樹種導入の問題

】

１

第4表土壌の化学性 を作製する。この調査は毎年1回10月中旬実施の予定

である。なお,B区はウツペイの回復が早く，経済樹種

の被圧が懸念されるので，本年10月ニセアカシヤの一

部蕊理を行なう予定である。

3）経過

t額〈前の樹冠投影図は別図のとおりその投影延面鎖は

地上面溌の約2倍におよんでいる。（表5）実生木は本数

が多いが径が小さいため植栽木の50～60％に留まって

いる。AB2区は撒腫の椛成割合に多少の差はあるがそ
の被覆度にほとんど差がない。桜憾別の生長鐙は樹高及

び直径ともニセアカシヤがヤシヤプシよりかなり大きく

この傾向は実生椛鍛とも同様である。（表6）またA区

よりB区の奎育のよいのも煎瀧表4の分析結果と一致し

ている。夷圭木が植栽本に比しはるかに劣るのは生育期
間に1年のズレがあるのと，斜面は土壌が浅いことから

当然で，この差は階段上を伐採しない限り変らないであ

ろう。一方経済樹種の発生本数は両区に少なく，その生
育も良好とは云えない。この中ウバメガシがややよく，

マツほ一応発芽したものの肥料木の被圧で消滅したもの

第5表樹冠投影面識
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窒素及び炭素は国有林林野土壌調査方法書で，
pH及び鱗醗ほ簡易検定法による

効果はかなりあがっているが，有効燐酸が極度に欠乏し

ていることが判った。

2）試験方法

経済樹種の生育と肥料木の更新をはかるためA区は階

段及び斜面上の肥料木を響伐,B区では階段を一つおき

にその上の肥料木を皆伐し全林の採地化を避けた。伐採

時簿は31年11月伐採具は鋸により，伐高はB区は一

様に地上10cmとしA区ば0,10,20cmの3種に変

えた。伐採株間にほヒノ兼80.本テーダマツ80本オリ

ーブ40本を他の経済樹種の成立状態を考慮し適当な間

隔をあ碇て植栽した｡調査の方法は各試験区のほぼ中央
に巾5m長さ25～30mのコードラードを設定，この

区内に成立する全樹木の直径鐡言を測りその樹冠投影図
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白井：禿山え経済樹種導入の問題

第6表肥料木生長量

やしゃぶし －15

区

一
Ｔ

Ｉ
Ｉ

植

２
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｜
》
》

B

植

3．18

3．4

栽｜実播

なし

なし

度

政にせあかしや

なし1.61

なし1.2

10

ｍ
ｍ
ｃ
ｃ
高
径
樹
直

3．98

5．1

1.73

1．4

が多いようである。いずれにしてもこのままの放任は益

を後継樹の生育が困難となるであろう。伐採後9カ月を

経た中間調査では，伐根の枯損状況は根元伐約60％，

10cnl高で25%,20cm高で15%と伐高を上げる程

その萠芽率は良くなっている。B区では伐高はほぼ一様
であるが，この場合コードラード内の伐採木の数が少な

いので全区について調査するにヤシヤプシの枯損率68％

ニセアカシヤは1％と，ニセアカシヤの枯損肱皆無に
比しヤシヤプシはA区に比しいちじるしく多くなってい

る｡なお,この中には半枯れすなわち一旦萠芽したものの

その後次第に消滅の兆あるものが半ば以上に満よんでい

る。これは伐り残したI畔I木とくにニセアカシヤが急速

に樹冠を拡張したため一旦萠芽したものが被圧のため枯

死しつつあるものと思われる。この点ニセアカシヤの伐

株は萠芽が早くかつ旺盛なため被圧を免れたのであろ

う。したがってこのようなニセアカシヤと他の肥料木と

の混植せる場合その更新髭採にとくに慎重を期する必要

がある。B区の樹冠投影面積は伐採直後で118m国であ

ったものが僅か9カ月で184m亀と回復し地上面積の

126％を占めており，なお一部未被覆の処もあるが，ニ
セアカシヤのとくに実播のものの樹冠の重なりが密であ

り，さらに実播工の整理の必要が承とめられる。またそ

の萠芽本数はニセアカシヤに比しヤシヤプシはやや少な

く3～6本位で，この内半径0.5cm以下を除外した萠

芽木の直径及び長さは表7で，根元伐でほその萠芽木の

第7表萠芽枝の生長量
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第8表あかまつ，かしの生長量
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～5月の旱越でヒノキ，テーダマツは40～50％オリー

ブは20％の.徳損を生じた。以上を要するに鈎職樹の撫
育や萠芽をよくするためには全伐がよいと考えられるが
斜面被覆に至るまでにかなりの期間を要するので，その

間の侵蝕を懸念するなれば階段交互伐が適当であろう。

ただし前述のように尭番ニセアカシヤの多い場合はこの

整理も断行しなければその効果は収め錨､であろう。
むすび

禿山の早期緑化とその肥嬬をはかるためには肥料木を
第一とすべきは云うまでもないが，一般に肥料木は水分
消失量が多くまた園陰に弱いため比較的短命で数年にし
て樹勢衰ろえ再び荒廃に帰する場合が多1‘,。したがって
その伐採更新をはかると共にマツ類カシ類その他の常緑
後継樹の導入撫育をばからなければならない。その導入
時期としては肥料木により林地が肥培されてからとの意
見もあるが，当初から肥料木と適当な方法で混植した方
がその成林が容易であり効果的でないだろうか，これら
の樹種は施肥遜さえ充分であれば禿山でも土壌の比較的
深い処では充分生育可能であるからである。ことに当初

の生育の早い外国樹種ほ肥辮<との競合の点から象て大
いに試承る余地があると思う。要.3-るに施行後の手入を
前提としない現行の治山工法には，職種の組合わせ，植
栽実濯方法等に検討すべき点が多いと思われる。
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生長もやや劣るようである。樹種別ではニセアカシヤが
圧倒的に生長が早い。また伐採株の径の大小が萠芽率に

影響するかをヤシヤブシについて度数，分布図を画いて

検討してゑたが上の資料の限りでは関係がないと象とめ

られた。一方区内のアカマツウバメガシの伐採前後9カ

月間の生長趣変化は表8で,B区は被圧のため本数が少

なく生育不良であったのが伐採により奎育がかなり回復

したように見受けられる。この他にクロマツ，クヌギが

数本ヤマモモが僅か’本生育しているが，いずれも箏育
悪く大した変化はなかった。伐罐力鐙した職鱈は4月

－25－
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北海道国有林の拡大造林に件う

森林保護上の諸問題（カラマツ編）

▲▽▲

元 則井上
ニーニーーーー垂＝。

いが，両泥炭の属する上部及び下部洪積世において，北

海道にはカラマツ属が分布していた事実を証明してい

る。

その当時カラマツ属が森林構成に関与した役割は，羽

幌泥炭においては9.0～0.5%・釧路泥炭においては11.1

～0.2％でP伽郡s,A伽"s,Q"""sと共にPfCe",

A"es,Be"!αに比較すれば，僅少なる割であると述べ

ている。

しかも地理学的並びに生態学的特性と花粉分布図に現

われた当時の森林構成状態から判断して，洪積世におけ

るカラマツ属の種はグイマツと推定された。

ところでこのように洪績世において存在したグイマツ

が，何故現今の北海道において絶滅して居るかという邸

実である。これが原因に関しては，山崎博士は土壌変化

と気候変化の両者が挙げられるが，それが解決ほ将来に

俟たなければならないとしている。しかるに現在北源道

においては,その北部並びに高山地域においては,グイマ

ツが生育し得るべしと認められる環境条件の地域が諸所

に存在するも，かかる立地はアカエゾマツによって占領

せられている。この現象を如何に説明するか，もし気候

が沖積期において，グイマツを絶滅に導き突然変化があ

ったと云い得るならば，解決は頗る容易であるかも知れ

ないが，もし気候が漸進的に変化したものとすれば，そ

の説明はますます困難であると結んでいる。

さて地質時代を調べて象ると，第4紀は洪積世と沖鎖

世とに分れていて，最後の地質時代に属する。直良信夫

氏によると洪積世は極く最近の地質時代であって，世界

的に氷河の発達した時代であり，人腫よってはこの時代

を大氷河時代と呼んでいるほどである。年代からいうと

およそ洪穣世は50～100万年以前のことで，沖積世ばそ

れよりずっと後世から現世までのことである。

洪積世には欧米には氷河期があったことは既に述べた

通りであるが，飯島魁博士によるとこの時代に本細茨反

って亜熱帯的気候の下にあったと思われることば，西ヒヒ

利亜洪穣世産の象の化石が，往煮本邦にも発見されると

ころから推定されている。欧米の地が氷河に閉ざされて

いたころ，亜細亜の北部及び東部が温暖であったこと

は，地球回転軸の位置（雨上極の位置）が，今日とは異

工まえがき

昭和32年11月16日北齢菖国有林の経営合理化方

針が林野庁から示された･その内容は北海道国有林の経

営を国営の産業として，その健全な成長を通じて，国民

経済の正しい構成と発展に寄与することを目途としてい

る。これは北海道経済を基調としながら達成するもの

で，森林費源と経営手段がもちうる生産力を最大限に増

強し，これをもっとも効果的な方法で国民経済に役立た

せるべく経営を合理化することである。そして造林事業

特に人工造林を積極的に拡大し，森林の生産力を増強

し，かつ生産性，収益の高い森林構造の実現をはかると

記されてある。その目標のため今後40カ年間に113万

haの大造林を敢行するが，樹種別内訳はトドマツ54%,

エゾマツ8％，カラマツ38％となっている。

特に目標の113万haのうち38%すなわち429.400

haがカラマツ造林であるというから，北海道国有林と

しては画期的な計画である。北海道のカラマツ造林につ

いては種灸の資料があるが，いずれも今までに成功した

ものが，その対照となっている。この蔭には野鼠，野兎

害虫，病害のため不成功に終った造林地もある。筆者は

今後北海道のカラマツ大造林を成功させたいと念願する

余り，森林保護上の立場から北海道のカラマツ大造林に

伴なう保護上の諸問題を(1)森林害虫(2)兎鼠害(3)樹

病の項に分ちて解説しよう。

n森林害虫の問題

1．北海道に自生のカラマツがない理由

現在の北減貰にはカラマツ属の自生がないことは，誰

でも知っている。現存する信州カラマツ，グイマツ，チ

ョウセンカラマツ，欧州カラマツなどは，明治の初期以

降に他から移輸入して植栽されたものである。

ところが西京大学の山崎次男博士が，昭和17年（京

都大学演習林報告，第17号）北源道の羽幌付近及び東

北部の太平洋岸にある釧路泥炭層における花湧分析の結

果，上部洪稜世と下部洪稜世に属する泥炭の各層からカ

ラマツ属の花粉を桧出せ残れている。その検出粒数は

Pfce@,A"es,Be"Iαに比較すると極く小量に過ぎな

《
》
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筆者：林業賦験場北海道支場保謹部長・農郷
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なっていたためであるという横山鯉士の説がある。

前餓のような気象条件の下から，洪積世の森林構成を

推論して象ると，気候の変化にまってグイマツが北鰄首

から消失したとは考えられない。このことほその当時北

海萱とほぼ同一条件下にあったと考えられる鱗#§や千島

（芭古丹，エトロフ島）に，グイマツが現存していると

ころを見ても首肯されよう。

次に山崎博士はグイマツの北臓首消失については，土

壌凌化をも挙げておられるが，これについては何の解決

も与えられないといっている。ところで館脇博士の調査

(北緬菖林業会報，第452号，昭和16年）によると)グ

イマツは色古丹島ではその分布力噸めて局部的で，南方

癖に少量産出するの承である。エトF'フ島ではこれに

比較すると分布区域が広く，その所在地ほ適閏地から湿

獅池に亘り，造湾也としては雛台地，山腹，または山

火跡地に生育してグイマツ，チシマザサ群叢を形成して

いる。グイマツの生態は北獺首本島のアカエヅマツ林に

類似し，湿潤地に菫青するものでは，グイマツ，ワタス

ケ，ホロムイスケ塞群叢が代表的のものである。なおエ

!､ロブ島においてば，一見砂丘上に成立すると見られる

カラマツ林が存するも，これは砂丘の破壊によって，砂

丘背後の湿地に立っていたものが，飛沙に埋没して現在

の砂原に立林したものであるという。

このように1鍵，千島ではグイマツの大半は湿原腱生

育し，海岸の砂丘地や山腹などの生育面穫は限定されて

いるような感があることは山崎蝶f雪の述べられている通

りである，

このようにグゴマツが北方の湿原に適する植物である

とするならば,北海道の上部及び下部洪積世の泥炭層に

生育していたグイマツが消失するには，何か別に大きな

原因があったようにも推定されるのである。

筆者は森林保護の立場から推論すると，おそらく当時、

数回にわたる大風倒が北海道にあり，その都度泥炭層の

湿原に生育していたグイマツが倒木となり，それを温床

としてカラマツヤツパキクイ〃,sce"""HEERが大

発生して蔓延し，当時の森林構成の1割程度しか繁茂し

ていなかったグイマツを，滅亡に導いたのではある重い

かと思う。

2．カラマツを害する穿孔虫と被害

もともとカラマツヤツバキクイは欧州，シペリヤ，樺

太，千鳥，日本に広く分布しているキクイムシである

が，他のキクイムシ類の多くは普通衰弱木を譲って加害

するのに反し，本虫ほ一旦大発生すると，新鮮な生立木

を襲う性質をもっている。かつて，本虫は大正10年頃

浅間山麓に信州カラマツ（域ドカラマツと称す）の大風

倒があったとき，それを温床として大発生し，これが駆

除に手を焼いたことは矢野宗幹氏の報告（落葉松の穿孔

虫に関する調査，東京大林区署版，1924）がある。最近

では昭和22～24年頃草津営林署管内，群馬県白根山一

帯のカラマツ林に大発生し，これの駆除は非常に困難を

極めたことは，加辺正明氏の報告（餌木誘引によるカラ

マツオオキクイムシの生態調査について，前橋営泳局j

l949）によって明らかである。

また，北海道では昭和24隼化見国鴬呂郡若佐呂間村国

有林約25～6年生の信州カラマツ趣永地17町歩に本虫

が大発生したとき，当時の北見営林局瀧田造林課長や前

田媛長等と協力し，17町歩を皆伐して，他の造林地に蕊

延するのを防止したことがある。その後I上見営林局管内

津別朝日付近のカラマツ造林地に，本虫の被害が連年発

生し，これの鎮圧に苦心された造林課の努力は，我食の

記憶に新らたなものがある。

かつてこの虫は昭和5年頃エ1､ロブ島のグイマツ称に

大発生し，大騒ぎをしたことがある。当時の本多署長か

らその防除に苦労された話を直接開いたことがあるが，

その標本幟現在筆者の標本室に所蔵されている。したが

ってこの虫ば昔から千鳥にも分布していたことがわか

る。

今後化穂首にカラマツの大造休が敢行されると，この

虫の危険ほ年と共に警戒しなくてはならない。風倒木や

間伐木の処濯がおくれたり，域沐に採材された新鮮な皮

付丸太を，カラマツ林付近に畷費しておくことは絶対禁

物である。

この他カラマツに寄生するキクイムシでカラマツチピ

キクイCf"〃α伽SI"""SNIISIMAというのがある

が，これはカラマツの細伎で鐇憧して，その密度が高く

なると，遥淋してまだ充分満青しないカラマツ苗木やト

ドマツ苗木に言生して，切角の糠撲木を枯死せしめ不成

績i鉾ﾎ地たらしめることがある。昭和29年の台風15号

による風倒木で熱臆した本虫は，1956年古円別，羽幌の

1､ドマツ造林地や総苗木に加害した。1957年秋には深

ﾉII営材鍔管内のカラマツ，トドマツ造林地にもこの被害

が発生している。本種は現今カラマツとトドマツと両方

に加害するが，もともとはカラマツ類の害虫であったの

が，洪積世以後におけるグイマツの消失と共にトドマツ

上にの承生活するようになった。現代腱なってカラマツ

類が北鰄首に造林されるにおよんで，再びカラマツ類を

も加害するようになったものでは堆かろうか。現に童だ

カラマツ類の遥淋されていなかった天塩国識俊内国有林

のトドマツ林内に,本種が多数棲息しているのを見ても，

今はトドマツ上だけで識生活し得るのである。今後化

減首のカラマツ適休が擁んになれば，なるほど前記の二

大害虫に対しては常に警戒しなくてはならない。
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3．その他の壱虫類

ここに面白い生物学上の事実を紹介しておこう。筆者

が若いころ研究したカサアプラ科の昆虫のうちにエゾマ

ツカサアプラAfIg/gesj(Zllo"ic"sMoNzENがある。こ

のものは洪積世のころまでは5世代を有し，一世環を終

るのに2カ年を要し，エゾマツとカラマツを電夏してい

たのである。すなわち第1次寄主はエゾマツであるが’

第2次寄主はカラマツ類であった。ところが洪積世の終

りに，北緬首からグイマツが消失したため，エゾマツだ

けで生活するようになった。

その結果グイマツに移住していたころは，一生に一度

必らず雌，雄が生じ，両性生殖を行っていたため，虫痩

の発生は極めて少なかったが，グイマツの消失と共にエ

ゾマツだけで生活する群ができ，単性生殖を繰返すにい

たった。すなわち現在は雌だけで蕊直を続けているの

で，エゾマツに大害を与えているのである。

現在カラマツ類にはこの外カラマツカサアブラA"eJ-

geSJ"･icjSVALLoTVar．Kαγα"zαｵS"INOUYEやｶ

ﾗﾏﾂﾐドﾘｶｻｱプﾗC"oiod""s"α"向'""z｡

(CHoLoDKovsKY)などが寄生している。

その他北噸首でカラマツ類の醤虫として，今後注目

を要するものにカラマツハラアカハバチP7'is蝉〃0γα

e"c"so"HARTIGがある。これは一度大発生すると7

～8月全葉を食害し，樹木の成長を箸るしく衰退せしめ

る。連年被害が篝すると，前述のキクイムシ類の被害

を誘発する危険がある。カナダでは40年縁ど前この虫

のため東海溝&方のカラマツ林が全滅したことがある。

この虫は欧州から輸入されたものらしく，当時天敵が少

なかったために，被害が雛墜であったものらしい。現在

同地方に坐育しているのは第2次林である。進法40年

間にカナダでは種盈な天敵を輸入しているが，中でも寄

生蝿Bess|α〃”〃幻,wel寄生蜂MesoZe"sfe,"ｵﾙγg""s,

アシプドコバチ科のTF"jか“"s〃郡g〃等の有力な天

敵によって，最逓ま大害が無くなって来たと報告してい

る。

また,北海道のカラマツ類新植地には,カラマツミキオ

ォアプラC銃αγαル""INOWYE,カラーマツィポオオア

プラα"αγαZ""cisWALKER等があり，これらはカラ

マツ煤病を媒介する。

更に若いカラマツの造林地にはカテーマツハダニ

Pαγα＃efγα祁z""@Jsゐαγα"@""sEHARAが寄塗するが，

気候不順な年には大発生を見ることがある。

鱗翅目昆虫ではカラマツツミノムシCoZe"加γα

I"'ice"α豆ERBSTやカラマツヒメハーマキ助"ofZO"

I(z""α〃α豆EI薦EMANN等があり,カラマツ造林地の拡大

と共に惨害をおよぼすおそれも予想される。特にカラーマ
ツヒメハマキは将来警戒すべさ害虫の1種である。

現在北海道のカラマツ類臓何れも本州，朝鮮’千島，

欧州から移輸入されたものであるから,これらに寄生す

る窪虫の天敵研究，特に天敵微生物の研究を増強する必

要があると思う。

広大なカラマツ造林地に年為発生する害虫に対し，薬

剤一点張りの駆除対策は必らずしも得策でない。毒は毒
をもって制するのたとえの如く，天敵微生物によって防

除することがすぐれた防除方法といえよう。

いずれにしてもカラマツやトドマツの主要害虫の天敵

を研究することが，生態的防除法の完壁を期する意味に

おいても，極いて重要なことであると信ずる。

］Ⅲ野鼠・野兎の問題

1．野鼠

a・カラマツ造林の小史

北海道の力．ラマツ造林が本絡的にはじまったのほ，北

海道庁が設置された明治中期以後である。明治21年小

樽官林にアカマツ，カラマツ，クヌギ27,000本を移植

した記録があり，その後年共カラマツの植栽が盛んにな

って来ている。

しかし道庁創始時代の造林は，函館山，松前，小穂，

札幌付近の部分的な造林に過ぎなかった。本絡的な造林

は明治中期以降からであることは，北海道山林史に記さ

れてある。

明治31年10月北海道造林会社が設立され，国有未

開地処分法により札幌郡平稲村に約4,000町歩の貸付を

うけて，翌32年よりカラマツの造林に着手し，明治41

年には前記面積の造林に成功し，更に隣接地小樽郡朝里

村に属する山林約4,500町歩の売払をうけて資本を倍加

し，大正11年までに第2期聯業に対する造林を完成し

ている。

これにならって前田林業所,北海道炭砺汽船会社，金

森合名会社，住友林業所その他もカラマツ造林をしてき

た。

北海道国有林では明治40年頃から人工造林を開始し

ているが，カラマツ，白楊類を主としていた。大正7年

以降欧州トウヒ，欧州アカマツ，などの外来樹種の造林

が雛んで，大正年代はその最高潮に達した。

昭和の初期になるとカラマツ，欧州トウヒに対する兎

風害が箸るしくなったのと，欧州トウヒの浅根性は本道

の強風に弱いとして，異郷土樹種の不成績を呼び，将来

有利な施業林として期待し得ないものが多いと石原供三

博士も云っている。

以上のように野鼠被害は北海道のカラマツ造林に不安

を与え出したので，国有林では昭和の初期から次第にカ

ラマツに代って，トドマツの造林を奨励しはじめ，特に

昭和10年以降ばカラマツ造林はほとんど中止された。

その後カラマツは専ら民有林にのゑ奨励されていた。

b.野鼠被害の小史

ところで北海道野鼠被害の歴史を見ると，明治19年

に漉齢国茅部郡，山越郡に畷鼠が多数繁殖し，燦作物を

害した。同34年には天塩国上ﾉ1I,中川両郡にも発生

し，鍵作物に甚大な被害があり，鼠チブス菌で駆除して

いる。しかしこれらの懸鼠はエヅヤチネズミかドプネズ

一
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ミか明らかでない。

野鼠による森林被害が問題になったのは明治37年ご
ろからである。この時代はようやく民間会社のカラマツ
大造林が開始されて間もない頃である。造林地の鼠害は
明治37年春，42年秋，大正3年春の3回に亘って大発
生したが，特に北海道炭砺汽船会社所有の雨竜郡上北滝
村のカラマツ90町歩は全滅し，あるい朧地方費林中の
渡島石狩のカラマツ，スギ造林地に犬被害があった。
その他函館，札幌，管内の鉄道防雪林，函館，倶知安，
札幌営林区署の造林地にも大害があった。

木下栄次郎氏の報告（北大演習林報告第5巻，1928）
によると大正3年から同8年までの醗鼠被害合計は572
町歩としているが，これは主として国有林関係の被害で
あった。野鼠被害がようやく顕著になったのは，大正末
期より昭和にかけてであって，当時カラマツ，欧州トウ
ヒ，スギ，ヤチダモなどの造林上非常な恐威を与えた。

昭和の初期筆者は函館営林区署に在勤し，しばしば造
林地の成績調査を命ぜられた。造林台帳には1町歩2～
3千本カラマツが植付けられたことになっているのに，
鼠害で桔死し現場にほカラマツが散点状にあるだけで，
その大部分が広葉樹で占められているところが，方をに
あった。止むを得ず造林台帳から抹殺整理されたところ

が，いくらかあったように記憶している。

昭和の初期相沢保技師は，野幌国有林において畷鼠防
除に関する種灸な実験を試誤られ，その結果が林業試験
場報告第11号（1927）となっている。大正の末期から
昭和の初斯にかけて，札幌営林区署円山苗畑の一角に，
疑鼠チブス菌培養所が設立せられ相沢技師が管理されて
いた。其の後相沢技師は北海道の野鼠とチブス菌の感受
性に関する研究をまとめ北大演習林報告第12巻第1号
（1946）に発表されている。そしてエゾヤチネズミには
Lqガ7"･氏鼠チブス菌ほ60%程度し力感染へい死しな
いという二とが明らかになった。このころ殺鼠剤として
は砺酸スリキニーネ，亜砒酸，ネコイラズ，コロリンな
どが使用されていた。

北海道の懸鼠被害防除の研究はこのような経過をたど
っているが，昭和12年にはかつて見ざる野鼠の大被害

があり，道会の問麗にもなって大騒ぎであった。当時の
林業試験場長石原供三博士は，筆者に対し野鼠防除の研

究を命じ，併せて全遣を打って一丸とした野鼠被害情報
網をつくるべく努力された。その結果第1号を筆者が取

りまとめて出し，その後5号室で継続発刊した。大東亜
戦争で人手不足となり，情報網の編集は道庁造林課に引
継がれ，その後種々 な経過を辿ったが，今日もなお継続
発刊されていることは世界に誇るに足る資料なのであ
る。

c，世界に類例のない疑鼠被害

北海道の鍾鼠被害ほ昭和13年以降30年度までの年
平均被害面積13,000婚もあり，こんな被害は世界に類
例がないのである。世界の動物生態地理学を調べて象る

一一

と，時を醗鼠の大発生と移動は記録されてはいるが，北
海道のように過去50年間に亘って，被害を繰返してい
るところぼまず無いといってよいC

l957年10月ドイツのハンプルケに開催された植物保
謹学会に出席された犬飼哲夫博士も諦演されたように，
北海道は世界に類例の燕い風害地であることは，筆者と
童つたく同感である。筆者は1955年ドイツのブナ林に
おける鼠害を見学したが,北海道の被害とくらべると,そ
の被害は軽微なものである｡まあ自慢じゃないが,北海道
は世界第一の野鼠被害地域といっても過言であるまい。
このような危険区域に鼠害や兎害に弱いカラマツを

42万9千滴も大造林を敢行しようとするのであるから，

これに対する充分な対策がない限り，一朝にして大造林
地を失うような悲運がないとは保証できない。

d.北海産野鼠被害の特異性

もともとエゾヤチネズミは密林下に極迩て少ないが稀
れなものであるが，森林が皆伐され開放地となると，沢

山凄息するようになることは，桑畑勤技官その他の研究
で明らかになっている。ところが台風15号によって，
皆伐状の風倒地が国有林に40万町歩もできたのである
から，風喜跡地に野鼠の分布が広がることは理論的に承

て明らかである。これには営林局当局者も研究者も共に
手を携えて万全の対策が必要なのであることは，今更筆
者が声を大にしなくとも，識者は理解していただけると
思う。

ここで舞昔は少しく北繊首の鼠翻坊除について，錘昔
の研究圃深蝉遍被害防除揖針，北海道林試時報第52
号，1943）を土台にして述べて承よう。北繊首の鼠類は
エゾヤチネズミ，ミカドネズミ，ヒメネズミ，エゾアカ

ネズミ，アジアノ､ツカネズミ，ドプネズミ，エジプトク

マネズミの7種である。このうち林木を食審ずるのが，
エゾヤチネズミαg""""zyswffbcα""sbe:《"bγ〃“
(THoMAs)である。被害樹種の主なるものはカラマツ

類，欧州I､ウヒ，マツ類，スギ，ヤチ変モ，イタャ，ド

ロナドで大曾詮のときは，極所的には郷士樹種であるト

ドマツ，エゾマツ，アカェゾマツなども食害されるが，
カラマツ程ではない。

北海道の蝿鼠被害には2つの型がある。その1つは激
変型被害で，根室,釧路,十勝,地方の原野のごとく，植
生簡単にして；野鼠の食物となる植物の種類に乏しい地
帯に発生するものである。かかる地方では，一度畷鼠が
大発生するとたちま､ら食物に窮するため，懸鼠はあらゆ
る地床植物を食い尽す関係上，勢い現今の主要造林樹種
がいずれを問わず食害する傾向がある。その2は非激変

型の被害で,道東地方以外では,本型をもって現われる場
合が比較的多ﾙ､。非激変型被害というのは，毎年5～30
％程度の被害が累加するような造林地である。これは野

鼠の棲息に適する生態地区で，野鼠の最良密度と平衡密
度(Balanceddensity)とか余り遠ざかっていない林
地，すなわち遜鼠の棲承よい場所とふるくぎであろう。
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本道の主要樹種である1､ドマツ，アカエゾマツ等の食
害が起る場合を見ると，激変型被害発生地に多く，非激
変型被害発生地には滅多に起らない。例えば道南半島地
方のごとく，植生力靴較的鐸艇で，野鼠の食物の豊富な
地方では，トドマツ，エゾマツ，アカエゾマツ等の食害
を見ないのが普通である。

e、生物被害予察要員の必要性

次に北海道の野鼠被害についてゑると大発生年から数
えて7年前後に再び大被害がある。換言すれば，北海道
の今までの野鼠発生周期は，大体において7年前後のこ
とが多かった。

騒鼠被害情報網を見ると以上のような激変型被害地と
非激変型被害地とがあることがよくわかるであろう。し
たがって道東地方では，大被害の後5年ぐらいは被害が
無いのであるから，その期間を巧承に利用すると，大し
て防除しなくともカラマツ造林に成功することは見逃せ
ない。

また,非激変型被害地帯には野鼠の崖桑易い場所が多
い。そのようなところには睡鼠に弱いカラマツの遺体を

避けて，トドマツ，アカエゾマツの造林を遂行するな
ど，実行官庁では鍵莞に即した適沫を行うべきでなかろ
うか。

現在の防鼠技術では焼払地鋳をして，防鼠溝を堀り，
殺鼠剤さえ施与していれば，防除が完壁などと甘い考え
方ば禁物である。防鼠を完菫にするには管内の睡鼠発生
予察を霧行い，野鼠の棲息伏況を把握し，大被害のあ
ると思われる年に確平時よりいっそう刈払をよくし，防
鼠溝の手入をよくし，すぐれた殺鼠剤を平年より多量に
散布するなど，防除に機動性を持たせることが肝要であ
る。

これには最少限度各営林局に3名の生物被害（蕊鼠，
野兎，病虫害も含む）予察要員を配置することが絶対必

要であると思う。カナ亥などでは森林生物被害保護技術
が非常に発達していて，森林生物被害のSurVeyをして

いるForestBiolOgyRangers(森林生物調査担当区

員）が配置されている。これらの担当区員は生物被害だ
け調査するもので，他の仕事はしないのである。これに

似た様な考え方を北海道#と採用することは，既に述べた
ように北海道は世界に類例のない蕊鼠被害地帯であると

すれば，別に異論がなかろうと思うので，切に当局の英

断をお願いしたい。このことは昭和32年12月20札幌

営林局に索いて行われた経営審議会腰おいて発表してあ
るから，当局は既に了解されていると思う。

筆者は北海道の鼠害を過去30年闇身をもって体験し，

その恐ろしさを知る者の1入として林力増殖に伴うカラ

マツの大造林を成功させたい‐念から敢えて警告する次

第である。

ただ生物被害予察葵員は，カナダのような担当区員の

形をとるかどうかは，行政溌識に合うように考えるべき
であるが，いずれにしてもこれら要員朧稼業試騨湯麦湯

においてある程度の訓鰊を受け，全道同一方法で調査を

行い，小人数でも鍵大の効果を錨箪させることがよいと
思う。

最後にカラマツ類嫁鼠害にかかり易しいが，そのうち
グイマツはトドマツ位の対鼠性がある。その反面グイマ

ツは他のカラマツより成長率が少ない欠陥がある。しか
し北鰄首の海岸地帯ではグイマツが，他のカラマツ類よ
り適している土地もある。現在もつとも要望されている

のは対鐡生があって，戊畏の比較的よいカラマツ品種を
大量に作り出すことである。

此己

年

一
』

←
ー

犀鱈にかかった10年生カラマツ造林地

（根塞詞西別道有林）

2．野兎

a・野兎被害の謝鰭と癖段

轟丘野兎の被害がカラマツ造林地に大発生して非繕に
困ったものである。北緬萱に臓瞬和30年度17,126町

歩，昭和31年度27,840町歩の被害があるのでば，今

後カラマツ大造林に伴って，どんなに被害がふえるかこ
の主童では不安がある。

野兎は野鼠とちがって個体数が，そう多くないのであ

るから，できるだけ捕獲すれば，鼠より防ぎ易い筈であ

る。しかしこれが狩猟獣であ扇ため，勝手に捕礎できな

い。森林所有者が有害獣捕獲許可証をもらって，駆除で
きることにはなっているが，許可を受けた当人でないと

捕礎できない。すなわち睡人を使用しての捕獲はでき
ないことになっているので，ここらあたりにも捕盤が思

うようにいかない憾承がある。現在各市町村や関係団体

や関係官公署でば，狩猟者や有害鳥獣捕許可者から野兎
の耳を買取って，捕痩を奨励しているが追いつかない。

狩猟獣であるため有害鳥獣捕盤許可串請の場合，罠だ

けなら道知事限りで許可にはなるが，銃器の使用は農林
大臣でないと許可にならない。これは一銭の2種狩猟免

許者が，狩猟税を払って許可を得ているという事実もあ

1，

《
写
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って，その釣合上からか，あるいは密猟取締上からかよ

くわからないが，知事限りでは許可にはならない。

これらに対し最逓I上海道のような野兎被害発生の特殊
地帯では，野兎を狩猟獣から当分の間外したらどう-かと
いう運動がある。蕊兎は狩猟動物かも知れないが造林地
でも，畑でも有益な点は一つもなく，醗鼠とならんで造
林家の敵と云っても過言でない。

b.欧州の野兎被害と日本の晦兎被害

ここで一言するが，欧州に躍兎の被害というのが可成
りあって，いろいろ防除法が今鳶で研究されているが，

これらほおおむね醐建の家電(WndRabitt)であって，

北減首のような野兎MoutainHareでばない。したが

って北海遁の野兎被害も世界で幟衆なもののように思わ
れる。

ともあれ猟政と造林は同じ林懸庁長官の下に管理され

ている。この際狩猟政担当者や宮民有林関係者や学識経

験者の合同委員会でも作って，北海道の兎害防除問題を

解決しないと，北海道の林力増強は予定の前進が困難で

ある。富た北海道の鰯兎はエゾノウサギL幼榔,s6γα‐
c"2""ss勉蝿BARRETT-HAMILToNと称し，本州産の

エチゴウサギやノウサギと別種であって，一夜に4～10

粁位跳ね廻って餌をもとある･.したがって一夜に民有林
も国有林も行ったり来たりしている。

c・野兎の天敵

しがらぱどうしてこのように野兎がふえるかというと
天敵動物である女力，フクロウ類，キツネ，エゾタヌ

キ，ク戸テン，イ女チ，エゾイタチ，などの天敵鳥獣が

非常に少濃くなっているからである。重た－部にはフラ
トールのような強力劉鼠剤を使用して蝿鼠を殺すと，そ

の死体を食った天敵鳥獣が死ぬからだといっているが，

そればかりではなく鋤K者のため猛禽類が濫獲されて，

剥製の剣標本となっている数は少なくないのば遺憾であ
る。

終りに最週上縮菖麦湯で，醗兎にZb""I"郷αとい

う睡踵助物による病気力溌見されている。しばしば，野

兎の飼育中本病によるへい死のため，実験が中断されて
いる。この病気は自然界でどの程度蓬腿溌病しているも

のか，人育との関係はどうかなど幟，鶏急に研究を要す
る問題となっている。

Ⅳ樹病の問題

北海道にカラマツが犬2鉢kされる場合どんな病害が問

題になるであろうか，これについては小§罐技官の報告
漆ある。

ユ．苗畑の病害

(1)立祐病

カラマツ苗の立枯病としてはFWs"""",丑"産O"O-

"",Cy"7z""cZ""如加などが知られているが，これら

の菌はトドマツ，エゾマツの苗木も侵すことが知られて
いる。

②灰色かび病

本嶽まBoかγ"sc"ef'gαの嵜生によるもので，カラ
マツ，トドマツの摺霜床で被害が発生する。
（3）くもの巣病

本病はCひγ"""〃菌の曽逢によるもので，カラマツ．
トドマツ，ストロープ松の仔苗を枯死せしめる。
2.i静t地の病害

造林地では病害の外種煮な腐朽菌があり，立地条件と
その発生及び防除法を研究する必要があるが，坂敢ず本
稿では現在北海道に普通な病害についての象記述する。
（1）ナラタケ病

本病はカラマツ，トドマツに寄生する。本病は全国的
に問題となっているが，北海道でも，年をその被害がは
なばだしくたってきている。本病は艤異な気象条件にお
おきく影響されていると思われるが,その綱ば被害の
進行状態によって多少異なるが，カラマツの場合外観的
に臓針葉が樹冠上那から葵凋しはじめ，次第に下方にお
よび，新梢の先端が-ド垂しているものもある。針葉朧普
通上部から落葉して枯死する。
②カラマツ落諜病

本病嫁今は全道的に蔑延しているが，昭和12，3年頃
帯広営林区署管内で最初に発見されたものである。本病
健最初ゲイマツとチョウセンカラマツに被害がはなはだ
じかつたが，最近ではカラマツにも被害を与えるように

なった。本道では8～9月にかけて，カラマツぶ落葉し
枯れた林相を呈する。しかし翌年にほ耕芽をふくので，
元気が回復したかに見えるが，8～9月になると再び時
ならぬ落葉をする。これが連年継続するとカラマツの成
長が箸るしく衰える。目下林業試験場が中心となって全

国の支分場と共同研究を行っているが，1日も早く本病
の性質を明らかにし，広葉樹との混交問題などを解決す
る必要があ為。

（3）カラマツ梢柚病(PhysaloSpora)

本病は苗畑でも，造林地でも発生する。苗畑で職小さ

なカラマツの中程がくびれて細くなり，そこから脂を出
して，風が吹くと折れる現象がある。造林地の中令木轌

は，枝の先端が枯れて葉がでない現象が見られる。本病
ば道南から稚内方面まで塑延しているが，カラマツの成
長を阻害するので，今後気象条件と病震発生との関係を
調査する必要があるが，次第にその性質を究明し，その
防除法を解決する必要がある。

v結び

以上北海道国有林の林力増強に伴う拡大造林が推進さ
れる場合，カラーツ造林の成功を期待するには，森林保●

護の見地から如何腿あるべきかについて述べた。特に北
海道は世界に類例のない野鼠，野兎の激害地であるから

ひとり国有林の承ならず，民有林，道有林においても被
害予察と防除の歩調を合わせ，更に昆虫，病害の諸問題
を警戒しつつ造林を推進するならば，必らずや官舜有林
の経営合理化が期待できると信ずる。
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される結果水を奪われる場合におこり,なお,低温のため

に根の働きが衰えて吸水能力が減退して乾燥死をきたす

こと，土壌が凍結することによって吸水が不可能になっ

て枯死することも考えられている。したがって細胞原形

質奪水される過程が根本の問題であって，それには細胞

内の貯蔵物質(糖分其の他)や膠質物などの多少が重要な

役割をもっている。凍害に強い品種では含糖量が多く，

したがって細胞液の濃度も高く，また花青素の存在，葉

緑素の多少などとも関連をもつ場合が示されている。震

た耐寒性の強い性質の中には形態的に見て，根が長くて

土壌の凍結部より深いところに入りうるような場合も含

まれている。

しかし，凍害ほ同一品種でも生育の時期，含有成分そ

の他の条件によ’ってかなりの強弱の程度が異なり，いわ

ゆる回避性が示されるもので，また一般に若い生長のさ

かんな組織ば成熟した継溌よりも耐寒性が弱いものであ

る。それ故に耐寒性の検定にほ品種の象でなき!，その成

育環境などのあらゆる条件を同一にして行わねばならな

い。

また，霜による被害には凍害による被害のほかに霜柱

によって土壌がもちあげられるためにおこる根の切断の

害や倒伏の害などが挙げられる。この強弱にも本来の抵

抗性と回避性とが考えられる。

我が国に鶏ける林木の東霜害についての主な被害の例

としてつぎのよう'なものをあげることができる。

（1）スギ

我が国は南北に細長い孤状の島であって，湿潤多雨の

暖温帯であるために数多くの樹種が育成されているが，

その中でのもっとも重要なものはスギである。このスギ

の天然分布ほ屋久島から青森の間にあって，年平均気温

は12｡C,年降水総量2,000mmが中心となっている。

スギの造林は主に南で行われてきているが，現在は北と

奥地につよく拡がりつつある。しかも北方の拠点として

羽幌，夕張，札幌，江差などのスギの造林は重視すべ

きであり，海抜1,300mの秋田の’銅スギ，長野県の

クマスギ，富山県の立山スギ，多雪地帯のスギの生育も

寒さとの関係から承なおす必要がある。

敗戦によってせまい国土に急に非常に多数の同胞を抱

擁しなければならなくなった日本では，工業力によって‘

たつために国土利用の上に大きな変化を生じ，農耕地帯

が工業へ，林業地帯が鍵業へと転換されて，林業地帯は

一層偏境奥地へと追いこまれてしまったが，その生産物

である木材は工業原料として－層重視されて需要は高ま

り，その不足は日増しに深まってきている。この需給関
係を根本的に改善するために，さきほど林野庁では林業

長期計画を樹立されたが，いまそれを承れば国有林にお

いては115万町歩を300万町歩に，民有林においては

500万町歩を800万町歩に拡大して，経営の集約，合理

化,適地適木，品種改良などによって成長量の増大をは

かることをかんがえている。

成長量増大を育種の立場からみるとき，2つの場合が

かんがえられる。その1つは既往林地における単位当の

成長量の増大であって，これにはいままでより高い成長

量をもった品種を育成して，その品種に適合した取扱い

を行うことであって，拡大林地においては抵抗性のつよ

い品種の育成が第1の要件である。この考え方で林野の

長期計画を承れば,既往林地における成長率増大の問題

も，さるこ.とである藩，拡大林地に対しての抵抗性品種
の育成問題溌如何に重要であるかぶわかる。拡大称地の

位置は九州にかぎらず，海抜高の高い奥地に移り，平面

的にみれば未利用林地の多い北方に拡がることになり，

耐寒性品種の問題がもっとも重要である。

私共はここに林木の耐寒性品種を育成する一試案を発

表し諸賢の御批判を仰ぎたいと思う。以下凍害の現象，
耐寒性に関する現在までの研究，耐寒性の検定法,耐寒

性品種の育成について述べることとする。

1．凍害の現象

林木の耐寒性とは低温によって林木の凍死，凍傷（霜
q

害をふくむ）などの被害に対する抵抗性を云うのであっ

て,寒地の中でもとくに積雪の少ない地方の造赫につい

ては重要なことがらであり，また比較的暖いところでも

晩霜の害を受け易いところでは大切な問題である。

凍害朧，おもに細胞の原形質が低温によって水を生成

《
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A九州地方

スギについては，鹿児島，宮癖化部に植栽したオピス

ギによく東霜害を生じている。その被害ば谷底と中腹に
発生し，植栽当年のものもあり，また4～5年を経過し

たものの被害もかなり多い。これは寒さと乾燥とがあわ
さった場合に多く生じている。

霧島山麓地方iこほ剛Mでスギの東霜害がよく生ずるが

この地方は安山岩上に堆積した火山灰の乾燥と寒さとが

総合されてその被害が見られる。

九州でもっとも寒い阿蘇地方においては東霜害が著し

く，造林不成功林分がもつとも多い。春先，九重，英彦
山その‘仙北九州一円に凍織害があ愚。

B愛知県地方

狸電愛知県南設楽郡の盆地にしばしば東霜害が発生する。
昭和31年はスギ，ヒノキの造林地に著しい被害を生じ

た。ことにスギは苗畑，新植地の幼苗などから30年生

に至るまでの林木が被害を蒙つた･

C関東地方

関東地方の東霜害は冬期中の平地の乾きの激しい地方

に北風と関東北部の明け方のひどい寒さによるものであ

って，地際の凍裂，梢頭先端枯などの被害が箸るしい。

D東北，北海道地方

東北，北海道地方は早晩霜，雪害と凍害，風寒害であ

△って，幼時の被害と壮令時の被害には大きな差があり，
産

壮令樹の場合は乾風と組合わさったための被害が多く，

幼苗の場合朧，早晩霜，土壌凍結などによる被害が多
多いo

偶）ヒノキ

ヒノキについては鵜島，阿蘇，魚梁瀬，関東，中部地

へ方で，スギと賂似た被害を生じているが，ヒノキは葉の

損傷，凍裂などから漏I読を誘発している場合が多い。
（3）マツ

マツの霜害も略ヒノキと同じく，葉をやられ，ついで

内部組織を損傷されてし､るこれも漏脂病を誘発してい
る場合が多い。

仏）1､ドマツ，エゾマツ，カラマツ其の他の織重

北鰄菖のトドマツ，エゾマツにも霜害が生じている．

ことにトドマツは1年鐸f条の霜害が多くそのために道

南地方のトドマツの進淋に支障をきたしているくらいで

ある。苗畑においての被害は新条をいためる霜害のほ

か，土壌をもちあげて根を切り，または苗木を倒伏させ
る被害が箸るしい。

トドマツ，エゾマツの被害のほか，カラマツやその他

広葉樹，クリ，クルミ，クスなどの特用樋腫の東霜害の
問題もある。

2．耐寒性に関する現在までの研究

石崎厚莞x九州産のスギ各品種の耐寒性について塩素

酸加里抗毒性による試験。エオシン染色，謬透圧，屈折

率などを測定し，震た耐寒性にもつとも関係の認､糖，

鉱物菱料なども分;斤して品種別の耐寒性のつよさの差を

研究しているが，目下取りまとめ中である。

現在までの耐寒性とそれに関連した研究論文のおもな

ものをあげればつぎのようなものがある。

（1）防災部気象研究室：昭和31年4月30日愛知県
下に発生した山林の凍羅害に関する調査報告（昭和

31年森林の気象災害調査報告）林鰯庁，111－146，
1957．

．（2）長谷川孝三・野原勇太：杉苗の耐病と耐寒性に

関する－，二の観察，御料林（71)，34-43,1934.

（3）平松計之助：高山に於ける常緑植物並びにマ

y,1､ウヒの耐寒性の年変化に鋤､て，生態学研究
3（4）361,1937.

（4）平吉功・狩野鉄次郎：鐸也産杉掻赤松稚苗の耐

寒性，日本林学会誌26（12）4-8,1944.

（5）藤村陸・三島稔一：北限？スギ人工造林地につ

いて，寒帯林（51)，33-39,1956.

（6）正木信次郎；杉の耐寒性品種に関する研究（第

1報)，林学会雑誌15(8)，10-19,1933.

（7）真山利雄：樹木の寒笥こ就いて，森林活水彙報

（11）143-160,1931.

（8）．村井三郎；スギの植栽を北進させる。

（9）小原静雄：脈躍性杉の根系に就いて，日本林学

会誌16（8）24-31,1934．

（10）岡上正夫・榎本善夫：昭和27年千葉県下に発

生したスギ幼令林の辮罫について，日本林学会誌

35(8)252-254,1953．

（11）佐藤犬七郎：スギヒノキアカマツのマキツ

ケナェの脈蹴性とくに職髄のあいだのチガイについ

て，東大錐学部演習材報告(51)1-168,1956.

（12）塩田勇：秋田県北部のスギ苗畑の霜害蒼林

3（12）16-23,1952．

（13）田添元:稜雪下に於けるクロエゾマツ，アカ

ェゾマツ，1､ドマツの根の耐寒性に就､､て，日本林

学会誌18（12）5－7，1936．

（14）千葉茂：驚畑，新植地からのスギ耐寒性個体

の選抜，日本林学会誌37（9）409-41島1955．

(15）千葉茂：耐寒性スギ，ゴ防林業9（3）16－

18，1957．

(16）横山八郎：耐寒性スギの品種の育成に関する研

究，日本林学会東北支部会誌（鋪7回大会講演集，
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重視すべきである。

E肥塘管理等

施肥，溌水,手入なども品種によってちがえ，形質，

形態をかえて耐寒性を増減するので，野外の帰納調査に

ほ特に重視すべきである。

4．耐寒性品種の育成

林業における耐寒性品種の育成法としては，次のよう

な方法が考えられる。

（1）選抜と交雑による育種
とれは主として雑種強勢の利用と耐寒性遺伝子の導入

によるものである。

A天然林を利用する方法

aー寒冷地の天然林より耐寒性プラス木を選抜する

b寒冷地の天然林種子を利用する

B人工林を利用する方法

a寒冷地の人工称より耐寒性プラス木を選抜する

b耐寒性プラス林分の種子を利用する

c新植地を利用する方法

寒害を受けた新植地において耐寒性個体を選抜する

D苗畑を利用する方法

寒害を受けた苗畑において耐寒性個体を選抜する

以上が耐寒性個体の選抜法であるが，この方法によっ

て得られた材料を利用して選抜と交雑による耐寒性品種

育成の方法を図示すると次のとおりである。

・98-105,1954.

3．耐寒性の検定法

耐寒性の検定法には室内実験による方法と野ﾀ侯験に

よる方法とがあるが，室内実験による方法は，野外実験

における結果との相関関係を調べて早期検定として利用

しようとするものである。

（1）室内実験による方法

A低温処理

供試材料の林木をポットに植え，これを低温室にいれ

る。この際繍物の育成条件と試験条件をなるべく均一に

するよう注意しなければならない。低温室の温度は恒温

を保つようにし，また種なの段階の温度と処理時間の組

合わせについて凍害の程鹿を検定する。

B生理実験による方法

a)細胞液の濃度の測定

al原形質分離,氷点降下法などによる植物搾汁

液諺透価の測定

ag生体染色

aS細胞液の屈折率の飼嵯

b)体内成分の測定

bl糖（還元糖，全糖），澱粉含量の測定

b禽窒素（可溶態窒素）含量の測定

b3Na,K,Ca,Mg,P其の他無溌成分の測定

b4蛋白質含遼の測定

b6脂肪含逓の測建

b6色素眺宵素,薬緑素>含量の測定

bγ体内水分鯉の測定

e)塩素酸加里に対する銃涛性の検定

②野外実験による方法

野ﾀ陰験臓主として現地適応試験によって行なう。こ

の場合には凍害の現象を承るほか，耐寒性と関係のある

つぎのいろいろの事項についてゑるととが必要である。

A形態

a)細胞の形態

b)器官の形態（葉，枝，韓根などの内部および

外部形態で，このほか技や幹の年輪巾，木化の程

度もまた関係が深い）

c)T-R率

B生長の早晩性（生長の開始鯖よび終止期）

c耐乾性

耐職形態は耐寒形態に通ずる場合が多く，その要因の

重り合いが被害を箸るしくするので,それ等の場合の研

究が極めて璽要である。

D日長反応

日長反応もまた，形態，形質をかえ，耐寒性を増減す

るので，品種別の反応差異とその耐寒性の強弱の研究は

（
』

△
』

'血饗僅苧卿伽
｢耐寒性の検定｜

↓

耐寒性個体の選遼

●
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第1図選抜と交雑による耐寒性

侭良品種の育成法

(2)気{開順化による育種

A在来品種(実生とサシ木品種）を寒冷地に造林し

て気候順化なはかり，この中から耐寒性の生態型を

選抜しこれを利用する。．

B前記(1)の方法によって育成した耐寒性の新品種

を寒冷地に造林して気候順化を底かり，耐寒性生態

型を選抜利用する。
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昭和32年

月劇|患ﾝ臺割硝蠅篝奉|合計l
mgmglmg

4月1,201,927125,5681,327,490
5月562,603115,397678,000
6月1,249,91479,5231,329,437
7月936,34150,953987,294
8月1,268,979115,648!1,384,627

降水斌

］nm

245．4
158.9

218．1
190.5

256．5

南四国の森林に降下する

II合計 5,219,764487,08415,706,848I1,069.4
（註）降下窒素量は一定愛の雨水に対する定量値を華にし

て本農学部に於いて測定した降水量より1ha当り

の降水量を求あ算出したものである。

両表により推察されることは，窒索童は雨量に比例し

て増減するものでなく，月により箸るしく差があり，更

にその変動も年により区典である。全殿を通じてアンモ

ニア薩豐雪素は孫極覗鱈讓より常に箸るしく多い。塞藷の

5カ月間の合計を見ると昭和28年と昭講132年との間

にば雨量では箸るしい差を示しながら菫睾蘆の合計は極め

て近似している。この威溌ほ空中に存在する毒素の絶対

壁に関して興味ある問題を提起するが，なお数年の諭瀞

を必要とする。なお表中には記戦を略したが降雨毎の窒

素壁の変化については，その量は降雨毎に変り，雨が続

くと塞量は次第に減少する傾向がある。古くより雷を

伴う雨にほ窒雲が多いと云われているが，実際には本

地域に於いてはその影響は認められない様である。

さてﾘ鏑菊による窒素供給の問題についてば，5カ月間

に1ha当り約5kgの塞蕊が材地に降下し20%の硫安

に換算すると25kgの圃鮫が，この期勵こ供給される結

果となるが，この中幾%が林木の鶏料に供されているか

は疑問である。しかしながら雨水中の窒素の中，二f燕よ

り流亡し易い礫闘盤窒素に比べて土壌に吸収保持される

アンモニア態窒素の方が本地域については約8～10倍多

いことより見て上記の窒素愚の少からぬ部分が林木に利

用されているものと思う。エペルマイヤー氏は林木1カ

年1haの生産のため必要な豊讓は大体,ア労マツ34kg,

トウヒ40kg,ブナ51k9,であると云っている。したが

って上記の成績は5カ月の降~ド窒塞であり，1年につ

いて考えれば，南四国の林水生育腫無視しえざる影群を

与えているものと思う。

林地に於ける養料の供紛源は主として腐植質に仰いで

いるが，雨により降下する窒素分も林木の栄養源として

看過することはできない。雨水中に含まれる窒素の量に

ついては従来多数の成績が穀告されているが，その結果

を見れば，場所，時翔などの条件によってかなり偏差が

ある様である。依って本報告は南四国の森林潅果してど

れだけの窒素量が降下して養料源となっているかを調査

したものである。この報告が地力維持の問題研究の基礎

盗料になるならば幸いであ為。本研究に御指導頂いた石

井感次教授，片岡一良磁授に深く感謝する。

1．実験・方法

雨水中の窒素の形態は，アンモニア態窒素NH3-N)

碓酸態窒素(NOs=N)亜硝酸態窒素(NO凰戸N)の3種

が主なものである。しかし亜硝酸態窒素ほ極めて不安定

な上に微量であって窒素の供給源としては，他の2成分

に比して無視し得るのでアンモニア態塞素溌よび硝酸態

窒素を定量した。アンモニア態窒素は，ネスラーの比色

法，硝酸態窒素ばフェノール硫酸法によって定量した。

2．実験結果の概要

南四国に於いては稽々気温が高いので4～8月の5カ

月を林木成長鋪閼と考え，この期間に降下する雨水中の

窒素量を算出した結果は次の通りである。なお，この結

果は昭和28年（鳥取市に於ける日本林学会関西支部大

会に発表）および昭和32年の2回にわたって実施した

もので，雨水の採取場所は高知県長岡郡香長村高知大学

農学部購内である。

森林に降下した窒素溌(1ha当）

昭和28年
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亜L息ﾝ皇二桑硝酸態窒素
mgnlg

4月444,74837，419
5月1,271,725145,925
6月1，“5,8888認,125
7月894,4“76,910
8月620,2“”,1”

合計卜4,897,032631,571
0

合計l
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1,990,013i
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上川内担当区部内の「モミ」天然更新に関する2，3の考察

清川護

エ緒言

私の担当する上ﾉI胸担当区部内の国有林は，その過半

が天然生林によって占められているが，これら天然生林

のf睦樹種は，「アカマツ」「モミ」であり，ともに稚樹

の発生が旺癖である。「アカマツ」は津島系のものとい

われ，その形質は比較的良好であるが，「モミ」もまた

「磐城モミ」と称せられ，その形質を高く評価珍種され

ている。

しかしながら伐採の進行にともない，「モミ」の蓄積

は，次第に減少しつつあり，その保続生産が強く要望さ

れているので，天然下種による幼稚樹の発生に関する

2，3の考察を試蕊ることにした。

江調査の目的

「モミ」の天然下種による稚樹の発生は極めて旺盛で，

天然更新の可能なことは論を侯たないところであり，す

でに実施しているのであるが，母樹と稚樹発生との地理

的関係,稚樹発生及びその生育に好適な庇蔭度等につい

ては，まだ確実に把握されていない。さらに天然生稚樹

の保育についても確信のもてる段階にいたっていない状

況である。

「モミ」の天然更新の完全な実施をはかるためには，

これらの事項を解明することが必要であり，この調査の

目的もそこにあるのであるが，時間的な制約もあるの

で，母樹と稚樹発生との関係につき，母樹を中心とし

2，3の調査を実施することとした。

虹調査の方法

（イ）調査の場所

この洲査は，福島県双葉郡川内村大字上川内字商山国

有林，欝岡経営区，3林班に小班内，及び3林班ほ小班

内の2カ所につき，それぞれ次表に示めす如きA及びB

の母樹を選定して実施した。
．$

母樹は調査の的確を期するため，極力孤立したものを

選定することとし，隣接する「モミ」の母樹より100m

以上離れて孤立しているものを選定した。

これら調査ヵ所の概況を示めせば次の通りである。

地況は，ともに基岩は花崗片麻岩，深度，中，土性，

第1表選定母樹調査表

一
別

一
種

地区別
一

A B

函
、
年

１
０
０
０

７
２
０２

本 数

脅高直僅高
推定樹令

2

80cm92cm

20m21m

200年
一

砂嬢士，結合度’軟,湿度，適，海抜高約650mであ

る。

林況は，いずれも，ナラ，クリの老大木点生するなか

に,ナラを主とする’平均胸商直径6～18cm,平均樹

高8～15m,推定林令30～40年生を上層木とし，シ

デ，アセミ等とともにモミを下層木とする瘻層林型を呈

しており’蓄稜は,ha当約100～200m3である。

（戸）調査の要領

まず，調査ヵ所毎に母樹の根元から”匡樹発生が最多

の方向を観察し，この中心線を求め，この方位をポケツ

トゴンパスで測定した後，この線に母樹を通して反対方

向に延長し，この線と母樹において直交する線を求め

た。

つぎに，これらの母樹を中心として四方に射出された

線を中心線として，巾2mのベルトを設定した。

、

日

今

⑮

１
１

②②

B

③〃'． ●
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発生本数分布第2図母樹よりの距離と方向による「モ ミ」

「モミ」の天然更新を実行するにあたっては，母樹か

らの種子飛散の有効範囲を知ることが必要であるが，こ

の調査結果から，母樹の樹冠縁端から20mまで，すな

わち母樹の樹高に相当する距離までの間に稚樹の発生が

もっとも多く，概して母樹の樹高の2倍程度の範囲まで

は，幼稚樹の発生力郷待出来るようである。

v結言

この調査は，業務の余暇に，限られた時間の範囲内で

実施ぜざるを得なかったたあ，当初に企図した母樹から

の距離による年令別幼稚樹発生本数等については調査を

実施することが出来なかった。

また，調査地についても’2カ所に限定せざるを得な

かったので，この調査結果からすべてを推論す.ることは

妥当を欠くことは勿論である。

しかしながら一応上述の如き結果を把握することが出

来たので，さらに今後も引続きこの種の調査を実施し

て，「モミ」の天然更新に関する，当担当区としての確

たる方法を樹立したい所存である。

かくして設定されたそれぞれのベルトにつき，樹冠の

垂直没影縁端を0とし，これより10mおきに50mま

で区切り，各ベルト毎に20m2(2皿×10m)の調査区を

5コ宛設定した。なお，このほかに母樹の根元より0ま

での間も一調査区とした。

これらの各調査区毎に稚樹の生立本数を調査した。な

",A調査地においては，南北に29.7mの間隔で母樹

が二本生立していたので，最多の中心線及び東西におけ

る幼稚樹の発生本数は，いずれも叉除したものであるこ

とを附記しておく。

Ⅳ調査の結果

i.「モミ」の幼稚樹発坐のもっとも多い中心線の方

位は第1図及び第2図の如く,A"65｡,B"69.で，

いずれも東方を示めし，南方がこれに次ぐ=ことが明らか

であるが，これば調査場所に諸ける常風の方向に影響さ

れるものと思われる。

ii.母樹からの距離による発生密度は，第2図に示め

す如く四方とも樹冠の縁端から20mまでの間がもっと

も多く,40m位までは可成りの発生が見られた。特に

A調査地においては，東方では60m位まで相当数の稚

樹発生が見られる。

またB調査地においては，ナラ，クリ等の老大木及び

アセミ等の潅木類により「モミ」の発生め§箸るし〈阻害

されていることがうかがわれる。またA調査地の南方向

には選定母樹以外の母樹からの下種により発生したと思

われる幼稚樹が，ベルト内に入ってきており，これらも

調査掲上した結果，母樹より遠ざかるにつれ発生本数が

多くなっている。

一

丘

＝

口
日林協のバッチは林業家である

ことの誇りです

80円

140円

A(ニッケル製）

B(銀製）

、

▼ ~一～
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沢阿謝難所と北ノ沢貯木場及び十文字貯木場がある。

因に，当年度の事業量ば素材38,000石，薪161,500

束，木炭50,000kgである。

当署の直営生産事業は大正6年から開始し，当初は漆

器用材の生産から開始し，昭和12年から広葉樹利用普

及のため過熟なブナ林の開発を計画し，まず，湯元およ

び北ノ沢貯木所を設置し，此処にそれぞれ簡易製板工場

蕊擢皇暴難鴛簑仁蕊鰯息蹴り
年にそれぞれ閉鎖している。

今回整理統合の対象となったのは仁郷事業所および天

ケ沢両事業所と北ノ沢貯木場に於ける貯材業務である。

仁郷辮業所は東北本線十文字駅から39粁の地点にあ

り，さらに7粁奥地に天ケ沢事業所があり，共に栗駒山

麓にある。

仁郷事業所の開設に当り，地元作業員が不足した為

に，遠く和田営林署管内から募集して，昭和15年に6

戸の作業員宿舎を建築し，昭和19年以降に8戸増築し，

計14戸に定住させ，さらにその子弟教育の必要上，仁

釧蛎教場を開校している。

事業所開設当時の事業量ば素材約1万石，木炭約30

Zkg程度であったが，伐採が進行するにつれ奥地の開

発が必要となり，昭和24年に天ケ沢事業所を設置し，

仁郷事業所は製品の運輸と北ノ沢貯木場に於ける貯材業

務が主業務となった。昭和31年度に於ける両事業所の

事業鐙は素材9,744石，薪39,500束であった。

事業所整理統合の必要性と実践

仁郷,天ケ沢両事業所は老令過熟なブナ未利用林を開

§師I用し,その跡地にスギ,カラマツ等の生長旺盛なる腫

良樹種を造林する目的は過半達成されている。しかし，

独立採郷制の国有林野特別会計の運営という立場から，

これを検討すれば，昭和29，30，31年度3カ年間平均

の素材中継地点に於ける直接生産費は石当923門で，さ

らに，間接礎を加算すれば1,263円となるが，最近のよ

うにブナ材の利用活溌な為状況下に於いても販売単価は

僅ずか747門であるから，販売単価ば直接生産費の81％

で，間接加算費の56％に過ぎない。直接費に於いて

176円，間接加算費に於いて516円の赤字生産となり，

さらに立木盗材価150門を食いつぶしてな素赤字であ

る。所謂’官業のｦ溌率といわれる所以走あらう。過去

に於ける如く立木処分の希望者力轄無であれば，木材需

給の円滑を期するため,国家的見地から,未利用ブプー 林の
開発と↓､う使命の承で論ずることが出来るであらうが，

現在のようにパルプ資材としてブナ材の利用が活発化し

立木処分の希望者が存在する場合は,特劉会詩の運営上，

当然，収益性の向上が追求されねばならないであろう。

さらに立木処分による収益と直営生産費の節減費を共

に，生長圧磯な人工林の造成iこ授隻活用すれば今後の生

産力増強を更に拡充強化することになり，今後の森林資

源増殖上重要課題であるといわなければならない。

また，このように事業量の少い乱立した小事業所や，

過大施設を整理統合することは林野当局の方針に沿い得

｜｜｜｜

今理,化,実鐸’
第1歩を顧みて

｜’
江島正吉

｜｜｜｜‘

我が国の経済発展に即応するため，林政職換が企図さ

れ，国有林野事業の経営合璽上が強く打出されて以来，

あらゆる機会に論議，検討された結果，各種の施策や，

原案が着々進捗準備され，北海道に於ける国有林は昭和

33年度から，其の他の地域に於いても準備終了次第実施

されることになった･すで漣,立派な合理化計画が脚立
されたのであるから，要は今後の実践如何によることと

なった。

これが実践に際し，現地営林署で円滑に進捗する場合

は，その成果が着々挙揚するであらうが，種々の困難や

障害に遭遇し已むを得ず計画を変更する場合も予想され

る。

特に，既往に於いて直営生産事業所が謡I立し，童たは

箸るしく膨脹してい為場合等で統廃合を継行する場合は

現地作業員や労働組合との間に相当摩擦が惹起すること
が予想される。

農業または林業以外の他の事業を主薬とし，林業を副

業とする作業員に於いては，さほど深刻な問題は無い

が，林業特に，直営生産事業を専業とする現地作業員

は，その頭扱い方の如何によってば混乱し，労働組合や
地元部落等との間に紛争が発生し，社会問題や政治問題
に発展する恐れがある。

此処では，国有林野施設に定住し，直営生産瑚業を専

業とし，その子弟の分教場を有する聯業所の整理統合に

ついて，現場作業員や弥働組合との協議を経て，何等紛

争無く，田満に実施した1例を紹介し，御批判と御指導

を仰ぐと共に，今後，事業所等を整理統合される場合の
御参考になれば幸甚に存じます。

管内幅要と直営生産事業所

管内国有林は秋田県と岩手,宮城両県境に接し，その

面積24,519ha,官行造林地2,743haがある。経営区
は皆瀬,成瀬両経営区に分れ,蓄薇3,043,882m3で,そ

のうち針葉樹は僅かに304,718m3,広莱樹は2.739,164

1n8で，広葉樹の大部分はブナ林である。ブナ林の林令
は150年内外で大部分は生長停滞した過熱未利用林であ
る。

直営生産の事業所ほ皆瀬経営区内に桂沢，小滝沢両事
業所と湯元貯木場があり，成瀬経営区内には仁郷，天ケ

へ

よ
〉

頂

全

筆者・壇田営赫署長
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江島：合理化実践第1歩を顎忍て

る所以である。

以上の結論から，仁繩天ケ沢両事業所附近の林分は

将来立木処分林とし，製品事業林は皆瀬経営区内に重点

的に集中し事業を統合することとし，直営生産と立木処
分は共に重点的に行ない末利用林を急促に開発し，その

伐跡地に対しては穣極的に擬良樹種の造林を推進するこ

とを計画した次第である。

しかし，一方悶有林の使命である民生の安定引いては

作業員の生活の安定向上という見地から，此処に重要問
題が潜在しているといわねばならない｡すなわち,事業所
員7名と現地惑業従業作業員20名の雇用問題とその家
族約80名の生活問題である。所員は他に配置換が出来

るが，事業所開設以来15年近くも直営生産事業により

生計を営易患つつある現地作業員とその家族に取ってば，
正に天下の一夫聯であるといえる。これが，対策として

は全員他事業所え配撮換して彼等の住宅を新築するか，
または，他の適当な卸職先を斡旋す為かであるが，何れ
にせよ，作業員や労働組合の了解を得ることが先決問題
である。

なお，事業所を整理統合するとすれば，自然に水が低
きに洗れる如く，遂次，その方向に指導し，何筆摩蕊を
生ずること無く円満に進捗させたいことを祈念した次第
である。

かかる状況下に於いて，仁郷事業所えの交通路である
成瀬林道の一部が地蓮災害の被害を受け，一時トラック
不通となったから，両事業所の当年度事業量を再検討

し，寂敢ず前年度からの生産未了越材4,000石と薪
32,000束の承生産完了することとし，当年度の夏山作
業催とれを中止し，その事業曇の一部は他事業所え追加
し，作業員のうち希望者3名味配置銭を行ない，6名は
生産未了越の生産に従事させ，残り12名は造林事業に
従事することとし，それぞれ作業員の了解を得た。其の
後,林道は幸わい民間側の協力によって,仮楠が架設され
ブナ材の腐朽を免かれることが出来た。未了越材の生産
を終了した作業員は冬山作業蒲手迄の期間に，継ぎ仕事
を要望したから，まず彼等の稼用として立木処分を話し
たが，資金が無く継ぎ仕矧”出来な､､ことがわかった。
勿論，既往に於いて充分な仕辮が雄く貯金も少いことば

当然であらう。したがって，今後業者え立木処分を行な
いその伐採事業等に従事することを進めた処，作業員は
これを了解したから，大昭和製紙会社え立木処分するこ
ととし，一方会社側え作業員の綴用と前事業課長の採用

方を依頼した結果，会社側は心良く引受けることになっ
た。作業員は常々 親しい前事業課長と共に働くことが出
来る関係で安心して会社の仕事に従事することとなり，
さらに，造林事業に従事していた作梁員も事業終了と共
に会社の仕事に従副吋ることとなった。これ等作業員に
対しては，日本経済の現状を説明し，国有林の合理化が
必要であり，将来，直営生産の事業量の少量の箇所侭整
理統合される理由を，懇劉丁寧に説明1_e,なお，製紙や

二一

パルプ会社は将来益点有望で国策上重要であるから，今

後引継ぎ会社の仕事に従事するよう説得をなした。－－方

会社側は当局の意のあるところをくみとり，作業員の賃
金,越冬賓金,其の他の条件に於いて比較的，優遇した
から作業員全員が引継き会社側で働く気持となり,.逆に
冬山の直営生産作業を中止して，その事業林分を彼等が
働く会社え立木処分方を懇願するに至ったから，時蝿を
失せず，直に，立木処分をなし，作業員が喜んで働くよ
う処謡した次第である。

これよりさき，労働組合側の幹部は，冬山作業の経統

実施と，作業員の経続雇用特に，生活の安定確保につき
数回要望してきた。これに対し，国有林の合理化は現在

の世界情勢や，日本経済の現状から是ﾖ鱗必要である所
以を懇切に力説し，今回の措置は現溺作業負の要望によ

り継ぎ仕事として会社え立木処分した所以で，其の後，
冬山作業の中止と追加立木処分は，これまた，作業員の
願望に答えたもので作業員の生活安定と向上を祈念する
からこそ，賃金其の他経済条件の有利な製紙会社え斡旋
したこと。および，生産力増強計画の立案と実施の関係
上，直営生産事業所の一部を整理統合することは翼に己
むを得ない処理であること等につき最善を尽し話合いを
進め，まず幹部を個別権説得し了解を得つつ，次に組合
側委員会と数回に亘り話合いの機会を持ち，組合側の建
設的意見ほこれを成るべく採用または参考とすることと
し，11月下旬に相方共に円満に妥結するに至った。その
結果,仁郷事業所臆24粁におよぶ林道の保護管理上林
道事業所と改名し，職員1名を定置し，他の職員はすべ
て他の配置換をなし，天ケ沢事業所はこれを整理閉鎖し
その職員は他へ配置換することとし，現地作業員はすべ
て会社の事業に従事することとなった。なお，従業員子
弟分教場は東成瀬村当局の希望により村へ売却する予定
である。

この結果直営生産事業は1箇所に集中し重点的に磯
鯛上を促進し，一方，労務管理の適正化や厚生施設の充
実等により従業員は喜んで働くこととなり能率の増進が
企図され,さらに,一般管理澱，旅費等の節減に伴い今後
合理的運営を行うことが可能となり，したがって，生産
コストの低下が実現出来ることとな筋。また，臓員の適
正配置等により，伐採跡地の造林に積極的に重点指向が
出来ることとなる。

結言，

事業所の整理統合が比較的円滑に進捗したことは，ま
ず，機会を適罰に把握し，これを有効瀝演用したことと
現地作業員に対する懇切なる説得により作業員が良識あ
る判断のもとに現実に即応した行動をとり，一方，会社
側朧異常な好意を示し，職員および作乗員の雇用を行っ
たこと，さらに，労働組合憾以節は強力組合であった
が，当局側の胸襟を開いた懇切なる説明と数次に亘る相
互の話合いにより組合幹部が良識ある行動をとったこと
等により，何等紛争無く，円満解決することが出来たの
は望外の喜びである。
なお，このことにより，合理化第1歩を実践し，その
基礎の一部を確立し得たとはいえ，生産力増強計画を初
め数多くの施策の実施が今後残された重要課麗である。

－39－
ー



4地方自治法の特例

普通地方公共団体は，地方自治法第213条第2項前段

の規定により条例で特に重要な財産として定めている土

地に分収造林契約を締結する場合において，その締結に

ついて議会で出席議員の3分の2以上の同意が得られた

ときは，住民投票を行わないで,50年をこえない期間の

分収造林契約を締結することができる。

法案の内容は以上のようなものであるが，この法案ほ

3月20日に閣議の決定を経て，同23日に国会に提案

されている。国会においては，参議院先議で審議される

ことになっているが，抜打解散等の特例の事態が起らな

いかぎり，通過は確実であると見られている。

なお，この法案が通過すれば，所得税法の政令を改正

して「土地所有者及び費用負担者の分収所得を山林所得

として取扱う」ことが明らかにされる筈であり，それら

の法令の整備を侯って「分収造林推進要綱」を定め，実
施に移されることになると思う。(A生）

最 近の話題
『

○分收造林特別措置法の制定について

将来ますます増大を予想される木材需要に対処するた
めには，造林事業を讃極的に推進して，人工林の飛躍的

な拡大を図るようにしなければならない。このため，林
野庁でば，技術的経済的に人工造林の可能な林野は，す
べてこれを人工林に転換する方劉･のもとに造林計画を立

てているが，その対象となる林野のうちには，所有者自
身の力でば，その実行を期待しがたいものも少なくな
い。このようなものについては，所有者以外の者から資

金又ほ労力を導入し，分収造林方式によって，その実行

を確保すること力錨当であると考えられるが，これを自
然の成りゆきにまかせておくときは-f分の進展を望むこ
とばできない。

そこで，林野庁では分収造林の実施上障害となってい

る問題を解決し，さらに進んでこれを助長する措湿を講
ずるた遥分収造林促進法の制定を企図し，3月号の本誌

（造林政策上における当面の課題）に紹介したような内
容を規定した法案を作製したのであるが，その後関係方
面と連絡をとりながら検討を重ねた結果，

（1）指導によって実施可能な』ﾘ『項は，法案から削除し
て遁蕊割こゆずること

②分収所得の取扱い等に関する副噸は，所得税法の
政令及び大蔵省の通達にゆずること

となったたぬ，法律名も「分収造林特別措磁法」と改め
法案の規定も僅かに次の4条にすぎないものとなった。
1分収造林契約の定義

土地所有者，造林者及び喪用負担者の三者又ばこれら
の者のうちいずれかの二者が契約当珈者となって締結す
る造林に関する契約で，

（1）各契約当事者は，一定の割合により，その造林に
よる収益を分収すること

②契約に基いて植栽された樹木は，各契約当事者の
共有とすること

⑧共有の持分の割合は，収益分収の割合に等しいと
・と

を条件とするものを，この法律でいう分収造林契約とす
る。

2契約締結のあっせん

者畷首府県知事は，分収造*躍約を希望する者から，分
収造ｳ窪約の締結のあっせんについての申告があった場
合において，これを相当と認めるときは，適正な分収造
科塞約が締結されるようにあっせんに努めるものとす
る。

3尾法の特例

分収造林契約に係る共有樹木については，民法第256
条の規定（分割の請求）ば適用しないものとする。

今

一一

○増大した外材輸入

32年度の外材輸入量は，遂に1,000万石を突破する
にいたった。

その内訳は，米材が約100万石，南洋材が870万石，

ソ連材が約50万石となっている。このうち米材ば絹運
賃の下落（石当り1,400円）と，わが国の内地材中とく

に木曾櫓，赤松の大径材,長材などの値上りを反映して

増加したものであり，とくに昨年27万石にも達した米

桧は，木曾桧の半値に近い価格で入る上に，素人目では
木曾櫓と区別できない程度によく似ているため，大いに

歓迎されている。またラワン材は，その約6割が合板，

4割が製材にされ，わが国の港湾都市に合板工業および

製材工業を成.りたたせるとともに，わが国の木材不足を

補っているわけであるが，さらにその加工品（合板およ

び製材）の3割を米国を主とする海外に輸出して200億
円をこえる外貨収入をあげている。さらにソ連材は，裏

日本では4鱒，秋田，酒田，新潟，伏木，富山，七尾，
敦賀，舞鶴の各港，表日本では塩釜東京，横浜，清水
名古屋,大阪，和歌山の各港に入荷し，蓮築の仮設材お
よび構造材，儲材，杭，などに広く使用されるにいたっ
ている。

ともかく，これらの外材は，わが国の木材価絡の上昇
に伴い，木材の需要者側からますます歓迎される状態艇
あり，既にわが国内において比較的安定した池盤を確保

するにいたっているわけであるが，それは同時にわが国
の木材価緒に対し全体的あるいは部分的なかなりの影響
を与える状態ともなっている。

さらに33年度の見透しとしても，米材，ソ連材とも
に増加し，南洋材も現在ラワン合板の対米輸出が米国内
で制限運動の圧力をうけつつあるとか，フィリッピンに

おいて原木輸出上の特典（出石）か制限されかけている
歳どの問題はあるが，繕局は32年度以上に伸びるもの
と考えられる。

したがって，これらの外材は，この33企筒隻において

夢

、

▲
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最 近の話題

は，さらに増加し，鋤系業界に各種の影響を与えること
となるであろう。とくにソ連材については，パルプ用材
が日本の港に着いて1,400門～1,500円程度で入る見込
がつきかけており，これが実現した場合には，わが国の
マツ，エゾトド，カラマツなどの価絡にもある種更の影

響を与えることとなるであろう。

このように，今年の外材輸入は，わが国の林産業界お
よび林業界にとって，軽視できない関連をもつにいたも
ているといわなければならない。(O生）

○地すべり等防止法(案)について

目下国会において審議中の地すべり等防止法嘩)はい

ずれ成立の上，明年度から施行される見込である。この
法律案は昨年7月の九州災害当時,佐賀，長崎における

地すべり防止対策に関する強い要請にこたえて，建設・
農林（林野庁及び挫地局）両省においてそれぞれ要綱を

作成の上，これを一本化して法案としたものである。
「地すべり等」となったのは，福岡県等においてぼた山
の崩壊による災害が問題となっている掘丙，この際この
法律にぼた山の関係をも折込むべしという意見が採用さ
れたためである。

この法律の骨子の第一は，主務大臣（建設叉は農林大
臣）が，関係都道府県知事の意見をきいて，地すべり防
止区域を指定し，その区域について都道府県知事が，地
すべり防止工事の施行その他の管理を行うことにある。

この場合，例えば地下水を停滞させる等地すべり防止上
好童しくない行為に対して，一定の制限が課せられるが
こればいわば消極的な防止対策である。これに対して地

林業専門技術員の資格試験が行われた

－林野庁唯一の国家試験一

林業経営の改良を通じて，農山村民の自主性を高め，
その経済を向上し，明るい艇山村をつくることを目的と
する林業改良普及事業が実際的に発足したのは昭和25
年のことで，もうすでに8年を経過した。
この事業は林野庁の研究普及課を中心とし，各都道府
県にあって直接この事業を担ひ，活動している林業専門
技術員547名と林業改良指導員2,558名の組織によっ
て行われており，藩をその事業成果があがっていること
は大方がすでに承知のところである。

これらの専門技術員及び林業欧良指導員については，
これ霞で法制的な規定がなく，その絡付け，処遇問題な
どの取扱いについてはつねに法制的根拠薄弱の故をもっ
て，陽の目を承るまでに至らなかったものだが，32年
5月14日の森林法の改正と，これに伴う同年7月13
日の政令・省令の公布で，その職務内容及び資絡が判然
となり，法的に認められた動かしがたいものとなった。
そこで，林業専門技術員の資絡については農林大臣が
一定の受験資絡のあるものについて擬格試験を行うこと
になり，林業改良指導員については都道府県知事が，こ
れまた一定の受験盗絡をもっているものについて盗絡試
験を行うことになった。前者の資絡試験は去る11月5
日に公示され，経営,造林，保謹，加工，化学，特産，

すべり防止工事こそ戯極的な防止対策であり，二の法律
の施行によって従来他の法律叉は予算措置によって行わ
れてきた地すべり防止工事力鎌躍的に強化拡充されるこ
とを関係者が期待しているのは当然である。（33年度予
算親摸健前年度の約2倍となっている｡）なお，防止工
事は特別の場合ほ国の直轄工事として行われる。（従来
直轄工事が行われているのは林野関係である｡）又工事

鐵膨雛鎚譲鰯篭鰯霊斑霧
(33年度に限り地方財政再建に関する臨婦侍例法との関
係で2/3は3/4，1/2は2/3となる｡）
骨子の第2は，都道府県知事が必要に応じ，家屋の移
転，除却あるいば農地の整備等の関連事業計画を市町村
長にたてさせ，これらの事業の実施に対し融資叉は補助
の途をひらくという点である。（ぼた山については関連
事業計画はとりあげない｡）
なお指定の対象となる地すべり区域の面績は，建設関
係約87,000町歩，林野関係約40,000町歩，艇地局関
係約16,000町歩，合計約143,000町歩と見込まれてい
るが，各主務大臣の所管区分は,砂防法による砂防指定
地叉はこれに準ずる土地の存する地すべり地域について
は建設大臣，森林法による保安林もしくば保安施設地区
叉はこれに準ずる土地の存する地すべり地域については
農林大臣（林野庁）以上の外で土地改良法による土地改
良に関係あるものについては農林大臣（農地局）その他
のものについては霊大臣となっている。

(M生）

林業機械,普及方法の各専門項目ともそれぞれ1～2題
の課題が与えられ，3週間の執筆猶予期間を経て論文が
提出された。その審査結果に基いて口述試験が行われ，

審査委員会の議を経て，33年3月31日官報をもってその

審査結果が発表されたが総括的にほ次のようであった。

専門項目名出願者数論文提出者数合緒者数
林業経営典324973
造林362264111
森林保護604524

灘恕拳：；；；器
鰭識読：：：：淵
普及方法1279124
合計1,100803292

なほ，林業改良擬尊員についての試験は，大部分の県
が，その条令に基いて2月乃至3月に行っており，ちか
くその結果もそれぞれの県で薙菱されることと思われる
が，これらの職員の黄質向上がより一層進むものと期待
される。(S生）

狩猟法の改正案成立
有益鳥獣の保護強化を図り，狩猟行政の適正化を期す
るための，狩猟法改正法案は3月27日，国会を通過成立
した。

改正案の主な趣旨は下記の点である。
1）空気銃を使用する者に対する丙種狩猟免許
2）狩猟法違反に対する監視･取締の鋤b
3）常置の諮問機関として鳥獣審艤会の設置(N生）
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調整。たくわえかた・品質検査，発等のはやめか泡
2．苗木つくり（苗畑，発芽の生理，苗木の生理，苗木の

琶類と漂蕊苗末，まきつけ苗，さし木苗，山引苗）
3苗畑の薬剤鯉虫剤，殺虫菌培蕊榊

4．山出し（山出しに適する苗木）

m)人工造紘法(p.285～狸の

1．穂付（植付の順序と要領，樹種のえらびかた，地ごし

らえ。埴付）

2．造林地の保育（造林地の保育の順序と要領，下刈，除

伐，つる切”間伐．技打，肥料木械栽，林地耕土，ソダ

§おおい，溝渠設置，林地施肥）
Ⅳ）天然更新法＠．411～495）

1．皆伐天然下種更栽5．択伐薪炭純作業法

2．母濁法6．中紘作業法

3．択伐用材林作業法7．．竹林作業法
4．皆伐薪炭林作業法

（これらの7種別更新作業法について，それぞれ作業の順

序と要領｡適用の範囲，伐区の設定．伐採の方法，更読§助

作業，保育作業などについて適宜解説がある)・

以上が目次の大要であるが，最近の林業界の動向を加

味されて，広範囲の育雑学を重点項目にしぼって記述さ

れている。適宜に図判を利用した解説は，各綿毎に掲戯
されている参考書名表と共に，勉学者にとって座右の伴
侶として誠に有益であろう。

林業技術の革新が強く要望される折柄，本書のような

実際的指導書が，広くその道の簔溌巻,学徒の指針とし
て利用されることを切望する次第である。

昭和33年3月

松川恭佐

良書紹介

実用育林要説
東京教育大学教授山内倭文夫箸

A5判本文495頁定価¥580

明文堂発行（昭和32年7月）
（東京都千代田区神田錦町1－3）

著者朧，長年にわたり森林の実態に触れて，育林上の

諸問麗について研究を談まれ，また，それらに関する報
告書も数多く公表されている。の承ならず，内外丈開噸
を広く精読されて，これらを世に紹介されている篤学の
青林学教授である。

本書は，同教授の耀富な体験と，学識の中から選出さ
れた結晶であるから，上梓される迄の鯛勝苦は想像に余
りあるものと思われる。それだけにこの内容は，次に示

す目次概要を一見しても明らかであろうが，育林上の基

礎研究の成果や譜学説を，総合的に体系づけたものであ

り，育林の実務者，勉学者にとって理解し易い懇切な内
容である。

目次の概要

X)菅林の華礎知識(p.1～12の

1．森林立地の見わけかた（気象．土製・植龍）
2．森林更新法のえらびかた咲然・人工溺諭

3．おもな樹識の特性（18種の樹種）

Ⅱ）青林材料(p.125～284)

1．タネの用意（タネ末のえらびかた，タネの採り･かた．

《
』

一一弓

会務報告
～～－－～■、ー

◇本誌第2回編集委員会

本年第2回の編鐸員会を3月5日午前11時より開
催した。

出席者伊藤清三,杉下卯兵衛,大福喜子男，松原一夫
の各委員と事務局側から，松川,松原,西村。
技術士試験について

昭和33年3月15日の官報で公告された技術士法に基
く第1回の試験力曉施され童す。その申込は4月30日ま
でです。受験手引の概要は希望者にお送りします。お申
込み下さい。（日林協）

一一一ー～

編集室より
一一へへ

本号から「最近の話題」棚を設けました。地方からも
記事を提供して下さるようお願いします。尚掲載の都合
上原稿用紙〔400字詰〕2枚以内に取り細め毎月10日ま
でに到着すること。（西村記）

一

§

林業技術

専用合本ファイル

？

ム

判
分
本

踊
珊
岬

誌
１
本
一
製

|""菫
4月10日発行

業技術第194号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

冊誌を長く保存するために好適。美しい外観で

書柵を飾る。中の何れでも寂外しが簡易。本誌名

金文字入・美麗装禎会員各位に鈴進め致し寮す。

定価130門〒20円 発行所 社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
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ミ6藤村震任瀞謹蕊謹熱鐡原)70(会員60)8言
＝

言7田中波慈女森林の環境因子100("90)16
量

冒8岡崎文彬照査法の実態80（〃70)16
皇9片山佐又油桐と桐油80（〃70)16
畠10飯塚肇魚附林の研究nO(〃m0)16
二

言14塩谷･倉沢･黒田称業発展の地郵勺瀧省210(〃195)24
き

き15岡崎丈彬欧米各国における森林作業法の動向
昌
弓 10010

言16内田窓有名木炭とその製法28024
皇17中村賢太郎スギ林のしたてかた120(会員110）16
：19小沢準二郎林木のﾀﾈとその嘱及い280(会員250)48
冒20吉岡邦二日本松林の生態学的研究|.60040
琴21辻隆道時間研究のやり方30024
ヘミ

その他＝

言

琴木本氏房航空写真測堂1300簔識
量戸部厚滋訳森林航空写真測溺既要12016
喜日林協編耀謬調一覧表（1）12016
：
林業解説シリーズ(林業解説編集室編）言
一色一
二
‐

与 冊．．

：52岡崎丈彬林木のなかの水308
言53沢田博木曾の林業40〃
き57佐藤大七郎苗畑と水〃〃
冬59水野金一郎秋田のｽギ林〃〃
富60嶺一＝日本のカラマツ林〃〃
＝
＝

1"",,w,-,,…心､,‘,,‘""…･""...‘‘1，，，．．｡’･",‘,.‘"",‘,"，,．u剛",.…"日。‘
1

$‘
車

本林

すぎ赤枯病の予防には

特許黄色亜酸化銅粉剤2号／
薬効ボルドー液に匹敵し寮す

用量反当1回3－6斑，年間8～9回
用法撒粉議でその総撒布する

薬価3kg入1袋320R

24kg(3kg×8袋詰)1箱2,400R

本年より運賃弊社負担（日通配達区域内）と
したので大巾値下げとなりました

一室一一掌?"‐令

地中害虫駆除剤

アルドリン粉剤.ノ近日発売
米国シェル石油会社化学品部の創製したもので，塩素
化合物を主剤とするものです。B､夏.C・クロールデン
等との比較試験の結果によっても卓抜な効果がうかが
われます（日本林学会誌Vol.40No.1森林防疫ニ
ュースVol.7No．1)

植物萎凋防止・活着助長剤

特許グリンナー

不二合成(銅において多年研究し早大応用化学研究室

の協力iこよって完成した本剤は植物体よりの蒸散を抑
制し苗木の輸送移植時の衰弱を防止し活着助長に卓効

があります。

用法本剤を5-10倍に稀釈し輸遥またほ移植前に

噴霧磯にて苗体に撒布する

効能1．苗木の活力を保持して活着を助ける

2．苗木の遠距離輸送が安全になる

3．殺菌，殺虫剤を使用後本剤を使用すれば農

薬の効果を永く保持できる

価格5ガ戸ン躍入1鯉￥9,000（着駅渡）

一

説明替進呈

外林産業株式会社
東京都千代田区六番町7．振替東京17757
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識稼蕊
蕊うべきわが国森林資源の枯渇状況を救う手
段としての早期育成林業の重要さは近時林業関
係者の等しく認識している事柄であるが，かね
てから最も声を犬にしてこの事を提唱して来た
林綜協が，本邦林学及林業の第一線に立つ権威
者30余氏に委嘱し，早期育成林業の技術的現
段階の総ざらえとも云うべき本書の刊行を企図
してより二年，関係官民の一致協力により漸や
く刊行の運びとなったことは，本邦林業界の行
手に輝しい光明をもたらすものとして慶賀にた
えない次第である。

〔主要内容〕第一編林地肥培第1章林地
肥培の背景とその展開①林地施肥，過去の
歩み②過去における林地施肥不要論の解析

宴望篝繍蝋蕊譜'若繍薙雰
吸収愚②'施肥要素としての窒素・燐酸・加
里③施肥通と施肥回数④施肥期と施肥法

⑤肥料の種類⑥その他施肥上考慮を要する
事項第3章林地肥培の効果に関する二・三
の問題①土壌型と施肥効果②肥効の持続
性③経済的効果第4章林地肥培の実例と
その解読一スギ，ヒノキ，カラマツ，アカマツ
その他の肥培例第5章綜合的考察・文献及
資料第匡編林木育種①総論②スギ
③マツ④カラマツ⑤その他一各産地・
形態的変異・選抜育種・交雑育種・引用文献
第三編外国樹種第1章外国樹種各論①
ヨーロッパトウヒ②カラマツ属③フラン
ス海岸松．④テーダマツ⑤欧州アカマツ
⑥ストローブマツ⑦コウヨウザン⑧メ
タセコイア⑨センペルセコイヤ⑩ラクウ
シヨウ⑪ポプラ属⑫ユリノキ⑬アカ

シヤ属⑭ユーカリ属第2章見本林第四
編特殊早期育成林業①肥培林業②潅木
林業③短伐期林業
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騨脚
毎

。了冤~TITM
了~ー 辱睡

木 材組 職学
、巳－1■ 一一口

木材の組織と性質を理論的に

追求した決定版.／
特1．木材組織学の全貌がうかがえ，最先端につ
いての知識が得られること。
2．必ず実例として樹種をあげ，具体的に述べ

色たこと。
3・日本産だけでなく，世界各地の樹種につい

妻礒鱗臺雛細"庭入”
5．丹念に文献を示してあるので，研究者に取
っては得がたいものであること。
6．1.A.W.A・の用語を巻末に収録してある。

林 業

簡易林業計算法

実用木材工学

欝鶚農備諦鞘
武藤･設楽･前沢共著(2版）
272頁価270円〒32

黒2賢滞7篇脅(鵜

4

東京･大阪･握岡･仙台･名吉屋･札幌

農学博士山林暹著

B5判330頁上製
函入美装豪華本
定価1,0㈹円送料70円
口繪写真入本文写真多数

4月10日発売.／
7．木材組織の研究法として各種顕微鏡，特に
電子並に偏光顕微鏡,X線回折装置取り扱
い方及び標本の作成法について述べたこと
8．事項索引の他に，本書に出て来る植物名の
索引を入れたこと。

9．用紙を吟味し，特に写真の印刷は極めて鮮
明であること。

[内容概略］木材に関する概説・木材を構成する
細胞・針葉樹材の構成要素・広葉樹材の構成要
素・樹体を構成する組織の変異・木材の異常組
織・木材組織に関する研究法一引用文献木
材組織に関する1.A.W.A.決定の語彙植物
名索引事項索引〔詳細内容見本送呈〕

立木幹材材石表

丸太製材材石表

素材石数早見表

監驫省鍔鶴語(3¥'"
木材技術研究会（19版）
186頁価250円〒16

木材技術研究会（4版）
186頁価250円〒16

懲懸鯛瀞'豊制IW6:･?6):森北出版株式 会 社
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議林学

ｷノ。
講義禦減I共著奥， p970¥950

普林価算法及較利学吉田正男箸A5pl54¥280
序

改訂理論森林経理学吉田正男箸A5p380¥480
凸上

三重大学教授・農学博士

岩出亥之助著

B5p354¥1,200〒100

敵訂林政学概要島田錦蔵著A5p286¥450 （
興
林
こ
だ
ま
改
題
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号
）

林業害虫防除論中巻
上巻・改訂中井上元則著A5p320¥450過去の研究が森林の副産物として取り扱われ，これに

関する研究も生理，生態など菌類学者に依存した。本

書はかかる点を再検討しｲ時を基礎とする林産襲造の
分野に科学のメスをいれたもので土壌，肥料，植物生

理学が葛藤してキノコの培菱理論を樹立した名著。

誼E図説樹病講義伊藤一雄箸A5p300¥750

〔主要自獅総論ﾏｼﾆﾙー ﾑの嬬塗．草苅の培
養．シイ霧ケの培養・ナメコの培整．シ戸キクラケの

壌塗．エノキタケの培謎.その他のほだ木培謹菌類・
マツタケの職・ハツタケの培義．シメジの培養．シ
ヨウロの識．コウタケの培養・キヌガサタケの培

養･食用キノコの貯蔵と加工….原色版を挿入したこ
と，食用キノコの161品種について図解したこと，図
230枚をもって読者の理解を深めるに努めたこと。

－

森林気象学川口武雄箸A5pl80¥250

江戸時代に於ける

造林技術の史的研究徳川宗敬著A5p390¥200

アメリカ林業発展史島田錦蔵著B6p220¥150

砂防工学新論伏谷伊一箸A5p230¥430

森林計画の実務林野庁監修B6p240¥220
東京都港区赤坂一ツ木町
振替東京195298番 〒各50-
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	表1

	1958年4月号目次

	昭和33年度一般会計林業予算について

	33年度の林木育種事業

	合理化考-国有林経営合理化論抄

	森林作業の作業強度と消費エネルギー_特に地栫と伐木造材作業について

	禿山え経済樹種導入の問題

	北海道国有林の拡大造林に件う森林保護上の諸問題（カラマツ編）

	林木の耐寒性品種の育成について

	南四国の森林に降下する雨水中の窒素について

	林業技術コンテスト_上川内担当区部内のモミ天然更新に関する2,3の考察

	合理化実践第1歩を顧みて

	最近の話題

	新刊紹介_実用育林要説／協会からのお知らせ

	奥付対向

	表3対向

	表3

	表4


